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Ⅰ はじめに 

 教育行政の組織及び運営の基本を定めた、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律」では、教育委員会は、毎年、教育行政事務の管理及び執行に関して自ら点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し議会に提出するとともに公表

すること、また点検評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知

見を活用することが規定されています。 

 四街道市教育委員会は、平成２５年３月に四街道市教育振興基本計画を策定し、

計画の基本理念「明日を切り拓く、心豊かでたくましい人づくり」を掲げ教育の振

興に取り組んでいます。この計画に基づく「平成２７年度教育施策」について点検

評価を行いました。 

 

Ⅱ 教育委員会の活動状況 

教育委員会は、県や市町村に設置される行政委員会のひとつで、合議制の執行機

関であり、教育行政の中立性・安定性を確保するため、地方公共団体の長から独立

して設置されています。原則５人の委員で構成され、合議により教育行政の基本方

針や重要事項などを審議し、決定しています。 

 

１ 教育委員一覧 

職  名 氏  名 任  期 備  考 

委 員 長 平 野
ヒラノ

 頴
ヒデ

範
ノリ

 

平成 24 年 10 月 1 日から 

平成 28 年 9 月 30 日まで 

再任 平成 24 年 10 月 1 日 

委員長職務代理者任期 

平成 26 年 10 月 1 日から 

平成 27 年 9 月 30 日まで 

委員長任期 

平成 27 年 10 月 1 日から 

平成 28 年 9 月 30 日まで 

委 員 長    

職務代理者 田 中
タナカ

 友
ユ
季子
キコ

 

平成 26 年 12 月 22 日から 

平成 30 年 12 月 21 日まで 

委員長職務代理者任期 

平成 27 年 10 月 1 日から 

平成 28 年 9 月 30 日まで 

委   員 花 井
ハナイ

 育 代
イクヨ

 

平成 24 年 10 月 1 日から 

平成 28 年 9 月 30 日まで 

再任 平成 24 年 10 月 1 日 

委員長任期 

平成 26 年 10 月 1 日から 

平成 27 年 9 月 30 日まで 

委   員 荻 津
オギツ

 雅 史
タダシ

 

平成 25 年 10 月 1 日から 

平成 29 年 9 月 30 日まで 

再任 平成 25 年 10 月 1 日 

 

教 育 長 髙
タカ

橋
ハシ

信 彦
ノブヒコ

 

平成 25 年 4 月 1 日から 

平成 29 年 3 月 31 日まで 

 

 

 

＊教育委員は、平成 14年 10月より教育長候補者を除き公募制によって、選任されています。 
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２ 教育委員会会議の開催状況  

教育委員会会議は、原則として毎月第４金曜日に「定例会」、必要に応じて「臨

時会」を開催しています。また、教育委員会の所管事項について調査研究等を要

するものがある場合に、「委員協議会」を開催しています。 

・教育委員会会議  定例会 １２回  臨時会  １回 

 ・委員協議会         ６回 

（１）審議の内容 

「四街道市教育委員会行政組織規則」第８条に基づき、次のとおり審議を行い

ました。また、定例会において委員報告や各所管課等の行事報告を行いました。 

 

（審議内容一覧） 

内        容 件数 

教育行政の運営に関する基本方針（学校教育、社会教育の基本的指導計画を含

む。）を定めること 
1 

教育委員会の規則及び訓令を制定し、又は改廃すること 7 

予算その他議決を要する議案について市長に意見を申し出ること 6 

教職員のうち、校長、副校長及び教頭の任免その他進退に関する内申に関するこ

と 
1 

教育長、部長、次長、参事、課長及び教育機関（学校を除く。）の長を任免する

こと 
1 

附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること 9 

教育功労者を表彰すること 1 

教科書、その他の教材の取扱いの方針を定めること 1 

法第２７条第１項に規定する教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の

状況に係る点検及び評価に関すること 
1 

計 28 
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（２）議案等一覧 

月 件    名 

４ 
・附属機関委員の委嘱について１件  

・委員報告及び各所管報告 

５ 

・四街道市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

・四街道市就学指導委員会規則の一部を改正する規則の制定について 

・四街道市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 
・附属機関の委員の委嘱について６件  

・委員報告及び各所管報告 

６ ・委員報告及び各所管報告 

７ 
・平成２８年度使用教科用図書の採択について  

・委員報告及び各所管報告 

８ 

・平成２７年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会所管分）について 

・附属機関委員の委嘱について１件  

・平成２７年度教育委員会事務の点検・評価報告書（平成２６年度対象）について 

・委員報告及び各所管報告  

９ ・委員報告及び各所管報告 

10 ・委員報告及び各所管報告 

11 
・平成２７年度四街道市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）について 

・委員報告及び各所管報告 

12 ・委員報告及び各所管報告 

１ 

・校長、副校長、教頭の任免に関する内申について 

・平成２７年度四街道市教育委員会表彰者等の決定について 

・委員報告及び各所管報告 

２ 

・四街道市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

・四街道市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定について 

・四街道市土地開発基金条例等を廃止する条例の制定について 

・平成２８年度四街道市一般会計予算（教育委員会所管分）について 

・平成２７年度四街道市一般会計補正予算（第５号）（教育委員会所管分）について 

・委員報告及び各所管報告 

３臨 ・部長、次長、参事、課長及び教育機関（学校を除く。）の長の任免について 

３ 

・平成２８年度教育施策について 

・四街道市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

・四街道市教育課程編成基準規程の一部を改正する訓令の制定について 

・四街道市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制定について 

・附属機関委員の委嘱について 

・委員報告及び各所管報告 
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３ 教育委員が出席した主な行事及び活動 

  教育委員会会議のほかに、学校行事に出席し、児童・生徒、保護者及び教職員な

どと意見交換を行うとともに、研修会・会議等に出席しました。 

月 行 事 等 の 名 称 

4 
・小中学校入学式 

・印旛郡市教育委員会連絡協議会定期総会 

5 

・教科書採択協議会 

・第１回地域コーディネーター会議 

・千葉県市町村教育委員会連絡協議会定期総会 

・関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会 

・小学校運動会（南・中央・大日・四和・みそら・栗山・吉岡） 

・第１回四街道市総合教育会議 
6 ・小学校運動会（八木原） 

7 

・教科書採択協議会 

・青少年健全育成推進大会 

・印旛郡市民体育大会選手激励 

・第２回四街道市総合教育会議 

8 
・印旛郡市社会教育振興大会 

・ユネスコ夏のキャンペーン 

9 
・中学校体育祭 

・小学校運動会（四街道・旭・山梨・和良比） 

10 
・印旛郡市教育委員会連絡協議会教育委員長会議 

・平成２７年度市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック） 

11 

・教育委員会、校長会合同視察研修 

・第１回千葉県市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修会 

・市民文化祭 

・児童生徒作品展表彰式 

・中央小学校創立５０周年記念式典 

・第１８回四街道ガス灯ロードレース大会 

・印旛郡市教育委員会連絡協議会研修視察 

12 ・印旛郡市駅伝競走大会 

1 
・新成人のつどい 

・第２回千葉県市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修会 

2 ・第２回地域コーディネーター会議 

3 

・四街道市教育委員会表彰式 

・小中学校卒業式 

・辞令交付式 

随時 
・小中学校訪問（授業参観、学校行事） 

・教育委員会ホームページ「夢みつけ隊、いいとこみつけ隊」に投稿 
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Ⅲ 平成２７年度教育行政方針 

 

少子高齢化、高度情報化やグローバル化の進展など社会を取り巻く環境の変化は、

社会生活にさまざまな影響を及ぼし、社会の各分野での早急な対応が求められていま

す。 

そうした中で、本市教育委員会では、「明日を切り拓く、心豊かでたくましい人づ

くり」を基本理念とした四街道市教育振興基本計画及び四街道市総合計画に基づき、

四街道市の教育が目指す姿の実現のため、全力で各施策に取り組んでいます。 

２７年度は、これらの諸施策を着実に進め、児童生徒の学力を確かなものにすると

ともに、どのような困難をも乗り越えることのできる体力と精神力、そして思いやり

のある心の育成に力を注いでまいります。 

特に、義務教育の９年間を一体的に捉え、子どもの学力向上、豊かな心の育成、基

本的生活習慣の確立に向けて、モデル校での研究や小中一貫教育推進委員会での審議

を重ね、引き続き小中一貫教育を推進してまいります。 

また、四街道市いじめ防止対策推進条例を制定し、市いじめ防止基本方針を定め、

いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に実施することで、児童生徒が健やか

に成長することができる環境を整えてまいります。 

さらに、２７年度から学校給食費、食材料の購入費等を市の会計で運用し、透明性、

公平性を確保するとともに、教職員の負担軽減、保護者の利便性の向上を図ります。 

 これら教育行政全般にわたり、引き続き市民の皆様のご理解とご協力を賜りながら、

教育行政の推進に全力で取り組んでまいります。 

 

Ⅳ 平成２７年度推進事業の点検評価 

 

平成２７年度に実施した推進事業の点検評価は、平成２７年度教育施策に掲げた、

事務事業ごとに行いました。 

「事業内容及び実績」のなかで、★は２７年度教育施策に掲げた目標、☆は目標に

対しての事務事業の実績になります。その結果を踏まえて評価と課題等を検討し、最

終的に事務事業の達成度の評価を行いました。 

 ＰＤＣＡサイクルの概念でいえば、施策の主題・事業計画等がＰ（計画）、主な事

務事業の実績がＤ（実行）、評価と課題がＣ（チェック）となり、Ａ（改善）を要す

る事務事業については、速やかに対応し、今後の教育施策作成において生かしていき

ます。 

※表中の評価ランク 

・◎十分満足できる結果であった ・○満足できる結果であった 

・△やや不満足な結果であった  ・×不十分な結果であった 
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基本方針１ 

「豊かな感性を育み、強い心で正義を尊ぶ、たくましい子どもを育てます」 

 

（主な施策と事業） 

１ 豊かな感性を育む教育の推進 

 

《施策の主題》心がわくわくする体験的な学習の充実 

子どもの感性を磨き、豊かな心を育むために、様々な関わりを通して学ぶ体験的な

学習を推進します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○児童生徒が主体的に学ぶための授業改善 

 ★校内授業研究会での指導・助言 

 ☆指導主事が講師として指導した回数 ７４回 

（小学校５２回、中学校２２回） 

 ★指導主事・教科指導員の学校訪問（各校５回以上） 

 ☆学校訪問による授業研究会 各校平均７.９回

実施（指導課指導主事の要請訪問、道徳の参観

以外に、県の指導主事等他の講師を招いた公開

授業や研修を含む） 

◎ 

教職員研修

事業 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○キャリア教育の支援 

 ★小学校の職場見学等の支援 

 ☆６校（６年生）で職場見学を実施 

（協力事業所 ５７） 

 ★中学校の職場体験の支援 

 ☆全校(２年生)で職場体験を実施 

  （協力事業所 ２０５） 

○中学生の被爆地への派遣 

 ★広島市   

★１０人（各校２人） 

 ☆広島市へ１０人（各校２人）派遣 

◎ 

小学校（中学

校）キャリア

教育推進事

業 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

 教職員研修事業については、各学校の校内授業研究会において、指導主事が授業改

善に向けて、具体的な指導助言を行うことができた。各学校で問題解決的、体験的な

授業が増え、児童生徒が主体的に学ぶ姿が多く見られたことから、講義形式の授業展

開からの脱却を図ることができた。 

小学校中学校キャリア教育推進事業については、職場体験の場所を紹介するなど小

学校職場見学及び中学校職場体験への支援を行うことができた。また、中学生の被爆

地への派遣として、２７年度は中学生１０人を広島市へ派遣した。 
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《施策の主題》豊かな心を育む読書活動の推進 

学校図書館を活用した知的な広がりと深まりある授業の展開などを通して本の魅

力を伝える活動を推進します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○学校司書の配置 

 ★全校 

 ☆全校配置 

 ★研修会の開催（４回） 

 ☆４回（６月、１０月、１２月、２月） 

○「四街道市子ども読書活動推進計画（第二次）」の 

推進 

 ★子ども読書活動推進会議の開催（２回） 

 ☆２回（４月、２月） 

 ★子ども読書活動推進担当者会議の開催（３回） 

 ☆３回（４月、１１月、１月） 

★子ども読書活動推進連絡会の開催（１回） 

 ☆１回（８月） 

★学校図書館図書標準冊数率※１００％達成 

 ☆達成校 １３校（小１０校、中３校） 

  （前年度：小９校、中３校） 

  市全体では 111.0％ 

★読書タイムの全校実施 

☆全校実施 

※学校図書館図書標準冊数率 

 学級数によって、蔵書冊数が算出され、算出された冊数を

100％としたときの実際の蔵書冊数の割合を示したもの 

○ 

読書活動活

性化支援事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

豊かな心を育む読書活動の推進については、学校司書による読書環境の整備や読み

聞かせ等での授業参加・授業支援など学校図書館を中核とした読書活動の充実が図れ

た。また標準冊数率も増加傾向にあり、市全体では１００％を上回っているものの達

成されていない学校もある。今後は蔵書整理を進めながら全校での学校図書標準冊数

率１００％の達成を図る必要がある。 

また、市立図書館との連携を強化するほか、蔵書の有効活用と適切な管理のため、

小中共通の学校図書館システムを導入する必要がある。 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

２ 強い心と正義感の育成 

 

《施策の主題》自尊感情の育成 

子どもたち一人一人が、「人の役に立っている」「人から必要とされている」といっ

た自己有用感、「できた」、「やり遂げた」といった自信などを、実感として味わえる

教育活動の充実に努めます。 

《施策の主題》正義感・規範意識の育成 

人権教育の充実を図るとともに、いじめの未然防止や早期発見、早期対応を可能に

するため、家庭・学校・地域・関係機関等が連携し、「いじめを許さない学校づくり」

を進めます。 

また、規範意識を育成し、子どもたち一人一人が、自分で考え、判断し、行動する

能力を身に付けられるようにします。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○「命の教育」の推進 

★８つの方策の実践 

☆８つの方策を提示及び実践 

☆各校での全体計画の立案と実践、講演会への支援 

★「思いやる心 強い心 自尊感情」の育成のた 

めの指導・助言 

 ☆「命の教育」の推進として、道徳意識や人権意

識の視点から、学校訪問の際に指導・助言 

 ★道徳授業への指導・助言（各校１回） 

 ☆道徳の時間（テーマ「いのちのつながりと輝き」）

の授業実践及び指導主事による指導・助言（全

校年間１回以上）１９回実施 

○各教育研修会の開催 

 ★道徳教育研修会 

 ☆１回（８月） 

 ★人権教育研修会 

 ☆１回（８月） 

 ★特別支援教育研修会 

 ☆２回（４月、８月） 

 ★情報モラル教育研修会 

 ☆１回（８月） 

◎ 

教職員研修

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○スクールカウンセラー（８人）の配置 

 ★児童生徒を対象にした相談活動 

 ☆５７３件 

 ★保護者を対象にした相談活動 

 ☆３０４件 

 

 

 

 

 

教育相談体

制支援事業 
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 ★教職員を対象にした相談活動 

 ☆１０４４件 

○学校教育相談室「ルームよつば」の運営 

 ★長期欠席児童生徒相談員（４人）の配置 

 ☆週３日勤務 

 ★電話・来室による相談活動 

 ☆電話相談 ５３９件 来室相談 １１１件 

 ★通室児童生徒への適応指導 

 ☆通室児童 ２０人  

相談員一人が４～５名担当 

 【参考資料】 

・不登校児童生徒数（２７年度末調査より） 

   不登校児童数 １９人（前年度：１７人） 

   不登校生徒数 ５９人（前年度：７６人） 

  ・学校教育相談室での状況 

   通室児童数   ６人（前年度： １人） 

   学校復帰児童数 ３人（前年度： ０人） 

通室生徒数  １４人（前年度：２３人） 

   学校復帰生徒数 １人（前年度： １人） 

   保護者や教職員との面談相談 １２９件 

            （前年度：１２２件） 

保護者や教職員との電話相談 ５３９件 

            （前年度：６３５件） 

★他機関との連携 

☆県子どもと親のサポートセンター 

○サポートネットワーク会議の開催 

 ★３回 

 ☆３回（５月、１０月、２月） 

○市いじめ防止基本方針の策定 

 ☆市いじめ防止対策推進条例の規定に従い、いじ 

めの事案に迅速かつ組織的に対応できるように 

２８年３月に市いじめ防止基本方針を策定 

 ☆いじめ根絶のための家庭向けリーフレットをホ

ームページに掲載 

○いじめ撲滅キャンペーンの実施 

 ☆全校で、１１月～１２月に実施 

  ・各校をはじめホームページ、懸垂幕等で広く

市民へ周知 

  ・各校の取り組み状況の把握及び集約 

 【参考資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

  ・いじめの発生件数（２７年度末調査より） 

   小学校 ５１件 うち解消した件数 ５０件 

  （前年度：３１件 うち解消した件数 ２８件） 

   中学校 １１件 うち解消した件数 １０件 

  （前年度：１９件 うち解消した件数 １６件） 

 

 

 

 

（指導課） 

３ 

○スクールソーシャルワーカー（１人）、青少年育 

成指導教員（５人）の配置 

★学校・家庭教育に関する相談 

 ☆電話、来所、訪問等の相談活動により多様化、

複雑化する青少年問題に対応 

・青少年育成センター相談件数 ２１９件 

          （前年度：１９３件） 

（うちスクールソーシャルワーカーが関わっ 

た件数 ８５件 （前年度：４１件）） 

◎ 

青少年育成

支援事業 

 

 

 

 

 

 

（青少年育成センター） 

【評価と課題】 

教職員研修事業について「命の教育」では、各学校の実態に応じた計画・実践がな

された。特に道徳の時間については、全校で「いのちのつながりと輝き」を意識した

授業展開がなされ、児童生徒への「思いやる心」「強い心」の育成、自尊感情の育成、

正義感・規範意識の高揚につながった。 

教育相談体制支援事業については、県派遣によるスクールカウンセラーを小学校１

校及び中学校全校へ配置、また市雇用によるスクールカウンセラーを小学校２校へ配

置することにより、教育相談の整備を行った。今後小学校への増置や勤務時間の増加

が望まれる。長期欠席児童生徒への対応は、学校教育相談室「ルームよつば」の活用

や他関係機関との連携により、中学校で不登校による長期欠席生徒の数が減少した。

今後は、スクールカウンセラーの増置や、各専門機関と連携を図るなど、よりニーズ

に合った相談体制を確立する必要がある。 

いじめ撲滅キャンペーンについては、各校において、学級活動や集会活動での工夫

した取組等により、いじめを許さないという意識の高揚が図れた。今後も各校の実態

に即した計画により、内容の充実を図っていくことが重要である。また、市いじめ防

止対策推進条例の規定に従い、いじめの事案に迅速かつ組織的に対応できるよう３月

に市いじめ防止基本方針を策定した。今後は、いじめ問題連絡協議会等で本方針を周

知するとともに市全体で連携し合いながら、いじめの早期発見、早期解消に向けて取

り組み、継続事案については、解決に向けて引き続き取り組んでいく必要がある。 

青少年育成支援事業については、スクールソーシャルワーカーや青少年育成指導教

員への相談件数が増加傾向にある中で、相談活動を契機として状況が改善に結びつい

たり、不登校であった児童生徒が登校したりする事例もあり、一定の成果を上げるこ

とができた。 
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３．たくましい子どもの育成 

 

《施策の主題》子どもの体力向上の推進 

学校生活全般における体育的活動の充実を図ります。また、専門知識・技能を有す

る外部指導者を小中学校に派遣し、競技力の向上と教職員の指導力向上を図り、世界

で活躍するスポーツ選手誕生を目指します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○児童生徒の運動能力、体力の向上 

 ★ラジオ体操の推奨 

 ☆各校へラジオ体操の実施を推進 

  ラジオ体操実施校数 １４校 

  （小学校１１校 中学校３校） 

 ★体力テストの集計及び分析 

 ☆新体力テストの結果を分析し各校を指導 

  ・運動能力証の交付率 

   小学校 ３０％（前年度：３２％） 

   中学校 ２９％（前年度：２４％） 

○教職員の指導力向上 

 ★体育授業の参観及び指導・助言 

 ☆授業研究会に指導主事を派遣し、教科体育の充

実について、指導・助言を実施 

 ★体育主任研修会での指導・助言 

 ☆体育主任研修会に指導主事を派遣し、授業改善

や体力向上等について、指導・助言を実施（１回） 

 ★小学校へ陸上練習の指導者を派遣 

 ☆小学校の陸上競技練習において、要請のあった

学校に体力づくりに関して専門性の高い指導者

を派遣 

  ・小学校 ９校 派遣指導者数 １１人 

   延３８８回 

 ★中学校へ運動部活動の指導者を派遣 

 ☆中学校の運動部活動において、要請のあった学

校に専門性の高い指導者を派遣 

  ・中学校 ５校 派遣指導者数 １４人 

延４６０回 

  ・派遣種目：剣道、陸上競技、野球、サッカー、 

   バスケットボール、ソフトボール、ソフトテ

ニス、バレーボール 

○ 

学校体育振

興事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 
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【評価と課題】 

 学校体育振興事業については、ラジオ体操の推奨に努め、運動会や体育授業におい

て１４校が実施した。また、新体力テストを分析し、各校の課題解決について指導・

助言ができた。本市の状況は、向上している傾向にあるが、小学校においては投力、

跳躍力及び持久力が、中学校においては投力が県平均を下回っている。 

また、教職員の指導力向上のため、専門性の高い指導者を各校に派遣することで、

教員にとっても専門的な指導を学ぶ良い機会となるとともに、児童生徒の体力及び競

技力の向上に努めた。指導者派遣では、学校の要請に応じた指導者が確保できず、人

材不足が課題である。 
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《施策の主題》食育と健康教育の推進 

子どもたちが、正しい知識と望ましい食習慣を身に付けられるように、食に関する

指導の充実を図ります。 

 また、健康の維持増進に必要な、望ましい生活習慣を身に付ける活動を推進します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○食に関する指導の充実 

 ☆「食に関する指導の指針」を全教職員へ配布 

 ★食育研修会の開催 

 ☆教育研究会（給食部会）と共催で教員、学校栄

養職員等を対象とした研修会を実施  

１回（８月） 

 ★栄養士会での指導・助言 

 ☆年間１２回参加 

 ☆栄養管理状況について指導・助言 

 ☆各校の栄養士への指導・助言（随時） 

○弁当の日の実施 

 ★モデル校（４校）の指定 

 ☆モデル校４校（中央小、山梨小、四街道中、四

街道北中）を指定し実施 

◎ 

教職員研修

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○学校給食運営委員会の開催 

 ★２回 

 ☆２回（７月、２月） 

◎ 

学校給食管

理運営事業 

（指導課） 

３ 

○健康診断の実施 

 ★受診率１００％（全児童生徒対象項目） 

 ☆受診率 ９８．５０％（内科） 

      ９８．５６％（歯科） 

９９．６３％（尿）  

◎ 

健康診査事業 

 

 

        

（学務課） 

４ 

○薬物乱用防止教室の実施（小学校） 

 ★全校 

 ☆全校で実施 

○非行防止教室の実施（中学校） 

 ★全校 

 ☆全校で実施 

◎ 

学校保健安

全事業 

 

 

 

（学務課） 
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【評価と課題】 

 教職員研修事業については、「食に関する指導の指針」を配布することで、教職員

の日常的指導を充実させることができた。また、「弁当の日」を実施した４校では、

保護者、児童生徒、教職員のそれぞれから、前年度同様肯定的な意見があげられたこ

とから、２８年度の全校実施に向けてモデル校での実績を周知した。 

 学校給食管理運営事業については、学校給食運営委員会での意見を反映させ、身体

の発育期にある児童生徒にバランスのとれた栄養のある給食を提供し、児童生徒の心

身の健全な発達に寄与した。 

健康診査事業については、家庭の事情により受診しない児童生徒がいるため受診率

は１００％に達しなかったが、２６年度を上回る結果になるなど、健康診断を通して

児童生徒の健康維持増進ができた。 

学校保健安全事業については、薬物乱用防止教室、非行防止教室を通じて薬物の心

身に与える影響を学ぶことで、薬物乱用防止に向けて児童生徒の意識の向上につなが

った。 
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４．教育機関の連携推進 

 

《施策の主題》異校種・教育機関との連携推進 

市内に幼稚園・保育園（所）・小学校・中学校・高等学校・大学、そして特別支援

学校という多様な校種が存在する教育環境を有効に活用し、発達段階に応じた継続的

な指導を実施するとともに、校種間の連携を通して教育活動の充実を図ります。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○幼保小連携教育研修会の開催 

 ★１回 

 ☆１回（７月）  

参加人数 ７２人（前年度：７０人） 

○特別支援教育研修会（通常学級担任等対象）の開催 

 ★１回 

 ☆１回（８月） 

  参加人数 ５１人（前年度：６４人） 

◎ 

教職員研修

事業 

 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

 市内の保育園を会場に幼保小連携教育研修会を行い、保育園参観をしたことで保育

の現状や就学前児童の発達段階について理解を深めることができた。また、幼稚園・

保育園（所）・小学校の職員の情報交換の場を設けたことで、互いの教育・保育につ

いて理解を深めることができた。 

通常学級の担任等対象の特別支援教育研修会では、幼稚園から特別支援学校まで幅

広い校種の参加者があり、発達障害を持つ子どもの特性について講義を受け、具体的

な支援の在り方や対応の仕方について理解することができた。 
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《施策の主題》一人一人が輝く特別支援教育の推進 

生涯にわたる途切れのない支援を目指して、幼保・小・中・高・特別支援学校、関

係機関が一体となる支援体制を推進します。 

また、この体制をもとにした学校内外の交流及び共同学習や、特別支援学校に在籍

する子どもが、居住する地域で学ぶ居住地校交流を支援します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○特別支援連携協議会の開催 

 ★２回 

 ☆２回（６月、２月） 

○特別支援教育連絡会議の開催 

 ★３回 

 ☆３回（６月、１０月、２月） 

○情報交換の実施 

 ☆特別支援教育連絡会議で３回（６月、１０月、 

１月）実施 

○ 

特別支援教

育推進事業 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○就学指導委員会の開催 

★３回 

☆３回（９月、１２月、２月） 

☆審議件数  ９６件（前年度：９７件） 

○就学指導、就学相談の実施 

 ☆就学相談 １１５件 

○ 

就学指導事業 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

 特別支援教育推進事業では、特別支援連携会議で各関係機関の委員から本市の特別

支援教育に関して助言をいただくことができた。また、特別支援連絡会議の中で作業

所や四街道特別支援学校の参観を行い、支援を必要とする人の進学や就労などの状況

を知ることができた。特別支援教育連絡会議では、市内の小・中学校、特別支援学校、

関係機関、幼稚園・保育園（所）などの幅広い分野からの参加者があり、情報交換を

行うことができた。子どもたちの成長を長い目でとらえ、途切れのない支援を行って

いくためには、連携に必要な手立てを行うことが重要である。また、障害者差別解消

法の施行に向け、インクルーシブ教育システム（※１）構築の必要性が増している。

保護者との十分な相談を行い、保護者の願いや教育的ニーズを把握することが重要で

ある。 

 就学指導事業については、３回実施された教育支援委員会において、一人一人につ

いて保護者及び本人に寄り添った慎重な審議が行われ、適正な教育支援が行われた。 

今後は審議件数が増加していることから、より円滑な審議が行われるよう、教育支

援資料を充実させるなど効率的な運用を図る必要がある。 

 

※１ インクルーシブ教育システムとは、包括する教育制度＝「共生社会」の形成

に向けた障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。 
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基本方針２ 

「確かな学力を身につけた子どもを育てます」 

 

（主な施策と事業） 

１．魅力ある授業の推進 

 

《施策の主題》学び合う授業の創造 

一人一人の実態に応じた丁寧な指導に努め、基礎基本の定着を図ることで、わかる

喜びと学ぶ楽しさを味わえる学習環境を整えます。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○少人数学級推進教員の配置 

 ★小学校１・２年：１学級３０名を超える学級が 

ある学年 

 ☆中央小、八木原小、四和小、和良比小の１年生 

四街道小、南小、中央小、八木原小の２年生 

 ★小学校３年から中学校３年まで：１学級３５名 

を超える学級がある学年 

 ☆八木原小３年生、大日小４年生、栗山小５年生、

和良比小６年生、四街道中３年生、千代田中２

年生、四街道西中２年生、四街道北中３年生 

◎ 

少人数学級

推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

（学務課） 

【評価と課題】 

 少人数学級推進事業については、少人数学級推進教員の対象となる学年に全て配置

することができたので、教職員が児童生徒一人一人に目の行き届いた指導を行うこと

が可能となり、学習意欲の向上や個に応じたきめ細かい指導の充実を図ることができ

た。 
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《施策の主題》教職員の授業力の向上 

各小中学校を授業力向上研究校に指定し、全ての教職員の力量を高める機会の充実

に努めます。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○「授業力向上研究指定校」として全校指定 

 ★全教員による公開授業・授業研究等の実施 

 ☆全教員による指導案の作成及び公開授業を実施 

 ★他校公開授業への参加 

 ☆「ちば授業錬磨公開の日」、他校校内授業研究

会及び小中一貫教育における他校参観等（異校

種参観も含む）への参加 

  ・他校参観 全校で実施 

 ☆市内の授業力に優れた教員の情報を各校に周知 

○市教委主催研修会の開催 

 ★１４講座１７回 

 ☆１４講座１７回 

・小中一貫教育研修会１回（７月） 

・教務主任研修会１回（１月） 

  ・いじめ防止に関する研修会１回（５月） 

・人権教育研修会１回（８月） 

・食育研修会１回（８月） 

・特別支援教育研修会２回（４月、８月） 

・外国語教育研修会３回（６月、７月２回） 

・情報モラル教育研修会１回（８月） 

・パソコン実技研修会１回（８月） 

・道徳教育研修会１回（８月） 

・読書活動推進研修会１回（７月） 

・幼保小連携教育研修会１回（７月） 

・養護教諭研修会１回（７月） 

・新規採用教職員研修会１回（２月） 

 ☆市教育委員会主催の研修会で終了後にアンケー

ト等を実施 参加人数 延 ４８６人 

○各種機関・団体主催研修会への参加促進 

 ★各小中学校へ案内文書の配付 

 ☆教職員の自主的な研修につなげるために関係機

関等による研修会の案内文書を配付 

◎ 

教職員研修

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 
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【評価と課題】 

 教職員研修事業については、全教員が実践する公開授業を通して児童生徒が主体

的・協働的に学び合う授業展開(アクティブ･ラーニング)が多く見られるようになっ

てきた。他校参観については小中一貫教育の推進により、各中学校区における強化月

間を設けるなど工夫された実践により、教員の積極的な参加が見られた。今後は市内

だけでなく、市外の公開研究会等への参観も奨励し、引き続き市内教員の授業力を向

上させる。 

 市教育委員会主催の研修会は、研修会終了後のアンケート等から、好評であった。

アンケートをもとに研修会の内容を見直し、次年度の研修をより充実させていく。 
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《施策の主題》問題解決的な学習及び体験的な学習の充実 

子どもたちが自ら課題を見出し、その解決に向けて主体的に取り組む問題解決的な

学習と体験的な学習を推進します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○指導主事等による視点を明確にした指導・助言 

 ★授業のめあての視覚化（板書等） 

 ☆ユニバーサルデザイン（※２）の観点を意識し

た授業づくりについて指導・助言 

 ★児童生徒の問題意識を高める導入の工夫 

 ☆児童生徒が自ら問題意識を持って学習に取り組

めるような導入の工夫について指導・助言 

 ★児童生徒の主体的な活動 

 ☆アクティブ･ラーニングの視点からも、児童生徒

が主体的に学び合う学習活動が展開されている

かという視点から指導・助言 

○ 

教職員研修

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

教職員研修事業については、指導主事が授業改善に向けて、わかりやすい授業づく

りのためのめあての視覚化や、児童生徒が問題意識を持って学習に取り組めるような

導入の工夫について指導・助言を行った。その結果、これまでの講義型の授業から脱

却し、児童生徒が主体的に学び合う能動的な学習活動が多く見られるようになった。   

今後、アクティブ･ラーニングの視点から、児童生徒の主体的な学習活動がますま

す重要になる。また、２８年４月から障害者差別解消法が施行されたことから、だれ

もがわかりやすい授業づくりを目指し、ユニバーサルデザインの観点を意識した授業

づくりが一層求められ、各学校での具体的な対応が必要である。 

 

※２ 学校における授業のユニバーサルデザインとは、環境を工夫する、学習のルー

ルを明確化する、視覚的な支援を行う、発問や説明の工夫をする等の取組により、

だれもがわかりやすく、安心して学習に参加できるようにすること。これらの取組

は、障害のある児童生徒には「ないと困る支援」であり、ほかの児童生徒にも「有

効な支援」となる。 
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２．多様な学びの推進 

 

《施策の主題》小中一貫教育の推進 

 義務教育の９年間を一体的に捉え、子どもの学力向上、豊かな心の育成、基本的生

活習慣の確立を図れるよう、小中一貫教育の在り方について実践研究を行います。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○モデル校での研究（施設分離型） 

 ★千代田中学校区 ３校（千代田中、南小、八木 

原小） 

 ☆中学校教職員が小学校６年生の学級担任と授業 

を行う協力授業や小中音楽交流会等を実施 

 ★旭中学校区 ５校（旭中、旭小、山梨小、みそ 

ら小、吉岡小） 

 ☆小・中学校が互いに授業参観する相互授業参観

や小学校が同じ日に中学校体験入学等を実施 

 ★四街道中学校区 ３校（四街道中、四和小、和 

良比小） 

 ☆部活動見学や互いの授業研究会の参観等を実施 

○小中一貫教育推進委員会の開催 

 ★３回 

☆３回（５月、１０月、２月） 

 ◎ 

小中一貫教

育推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学務課） 

【評価と課題】 

小中一貫教育推進事業では、千代田中学校区に加え、旭中学校区、四街道中学校

区をモデル校に指定して拡充を図った。協力授業は、小学校の児童が中学校の教員

からより専門的な内容について学ぶことにより、学習意欲の向上に繋がった。相互

授業参観は、小・中学校の教員が相互の実態を理解し、取組の方向性を明確にする

ことができた。また、児童生徒の協働活動は、運動や活動等を通して人間関係づく

りや社会性を学ぶことができた。さらに、小・中学校間の連絡・調整等の役割を担

うコーディネーター養成のため、全校の教頭、主幹教諭、教務主任、研究主任を集

め、本市の目指す方向性を確認し、各中学校区の実践研究の計画立案に資する研修

会を開催した。 

小中一貫教育推進委員会は、小中一貫教育基本方針の策定に向け検討する中で、

先進実践地域（我孫子市）で行われている施設分離型についての視察研修を実施し

た。 
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《施策の主題》夢を育む教育の推進 

 子どもが、将来の夢と希望を抱き、社会の中で自分らしい生き方を見出すことがで

きるような取り組みを支援します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○社会人・職業人と関わる活動の支援 

 ★小学校の職場見学等の支援 

 ☆６校（６年生）で職場見学を実施 

（協力事業所  ５７） 

 ★中学校の職場体験の支援 

 ☆全５校(２年生)で職場体験を実施 

  （協力事業所 ２０５） 

 ★講演活動への支援 

 ☆オペラ歌手（古田由美氏）コンサートの実施 

（小学校１１校、中学校４校） 

○キャリア教育推進会議の開催 

 ★２回 

 ☆２回（６月、１月） 

○ 

小学校（中学

校）キャリア

教育推進事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

小学校中学校キャリア教育推進事業については、夢を育む教育の推進の一つとして、

本市出身で、イタリアで活躍するオペラ歌手古田由美氏のコンサートを実施したこと

で、子どもたちが夢に向かって努力を続けることの大切さを考える良い機会となった。 

キャリア教育推進会議では、成果の報告等を行い、キャリア教育の共通理解を図る

ことができた。 

小学校では、地域の人たちを講師に招き、働くことの意義や生き方について、また

将来就きたい職業について講話を聴いたり、調べ学習したりするなど学習活動の変化

が見られる。中学校でも職業について考えるために講話を聴く機会を設けている学校

が多いので、自分の生き方を考える重要性や小中一貫教育の視点からも、中学校区の

小学校間で情報共有しながら義務教育９年間を見通した指導計画を考えていく必要

がある。 
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《施策の主題》外国語教育の推進 

 小学校では、体験的な学習活動等を通して外国語に慣れ親しみ、中学校では「聞く」

「話す」「読む」「書く」の４つの技能をバランスよく高めながら、実践的な英語力の

育成を図ります。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○実践的な英語力の育成 

 ★外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣（５人） 

 ☆延日数小学校４０３日、中学校８６３日 

 ★外国語教育コーディネーターの派遣 

 ☆小学校６５回、中学校２２回 

★中学３年生への英語検定料助成 

 ☆年間受験者数 ５５７人 

  ・英検の受験率 約６８％（前年度：約５２％） 

  ・３級以上の取得率 約４０％（前年度：約３６％） 

○外国語指導助手への指導・助言 

 ★指導主事による授業参観 

 ☆１０回、その他月１回のミーティングで指導・ 

助言 

 ★外国語教育コーディネーターによる授業参観 

 ☆年間３５６時間 

（小学校２８０時間、中学校７６時間） 

◎ 

外国語指導

助手派遣事

業 

 

 

 

 

（指導課） 

外国語教育

推進事業 

 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

ＡＬＴを全中学校に配置し、要請に応じて小学校に派遣している。各校では生きた

英語にふれあう機会が増えるとともに、異文化に対する興味関心も高まっている。 

 英検受験を市内中学３年生１回に限り、公費負担とすることで受験者数が前年度か

ら１９４人増加し、外国語教育の推進が図られた。 

 ＡＬＴの資質の向上やＡＬＴと外国語教育担当教諭との連携の強化が重要となる

ため、研修体制の充実やＡＬＴの派遣回数を拡充できるよう努めていく。 
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《施策の主題》情報教育の推進 

 情報活用能力を育成するため、ＩＣＴ（情報通信技術）機器を活用した、わかりや

すく深まりのある授業を展開するとともに、情報モラル教育を推進します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○小中学校コンピュータ教室の機器の活用 

 ☆学習支援ソフトの活用 

○普通教室における情報機器の活用 

 ☆各校タブレット１２台の活用 

○消耗品の供給 

 ☆トナーカートリッジの購入、配付等 

○情報モラル研修会の開催 

 ★１回 

 ☆１回（８月）  

・「学校における情報モラル教育について」 

◎ 

小学校（中学

校）コンピュ

ータ機器管

理整備事業 

 

 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○校務用パソコン等の機器の整備 

 ☆校務用パソコンの維持管理 

○校務の情報化の推進 

 ☆校務支援システムの導入準備 

○パソコン実技研修会の開催 

 ★１回 

 ☆１回（８月）  

◎ 

教育ネット

ワーク基盤

整備事業 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

 小学校（中学校）コンピュータ機器管理整備事業については、タブレットやパソコ

ンの活用を推進し、環境整備、授業支援等をした。タブレットについては、体育科の

授業において教材として動画の機能を活用したり、総合的な学習の時間において児童

生徒が調べ学習のツールとして活用したりする等、授業の中での積極的な活用が増え

た。併せて、情報モラル研修会を開催し、ＮＰＯの講師を招聘して、スマートフォン

やタブレットの利用について実機を操作しての研修を実施した。 

 教育ネットワーク基盤事業については、コンピュータ機器の整備、ネットワークの

整備を進めるために２８年度に校務支援システムを構築、部分運用、２９年度に全面

運用する計画である。 
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３．学校教育充実の支援 

《施策の主題》家庭との連携による学習習慣の形成 

 子どもたちの基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得のためには、学校だけでな

く、家庭との連携協力が必要であることから、望ましい家庭学習の在り方について「手

引き」等を作成し、学校や家庭を支援します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○望ましい学習習慣形成のための啓発 

 ★ホームページ 

 ☆「四街道市の学校教育」を掲載 

☆「家庭ではぐくむ『生きる力』」を掲載 

 ★学校だより 

 ☆学校だより等を通して啓発記事を掲載 

 ★手引きの作成 

 ☆中学校区で共通した学習習慣のあり方を周知 

○ 

指導事務事業 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

指導事務事業については、児童生徒の学習習慣や生活習慣を形成する啓発活動を行

った。 

本市の教育方針を示したリーフレット「四街道市の学校教育」についてはホームペ

ージに掲載しているが、周知のために２年に１回家庭配布を行っていく方針である。

また、家庭とも連携しながら小中一貫教育を推進できるよう、中学校区の共通指導事

項の周知に努めていく必要がある。 
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《施策の主題》子どもたちの学びを支える支援 

 各小中学校の要請や実態に応じ、個別の対応が必要な子どもたちのために様々な支

援を行います。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○特別支援教育支援員の配置 

 ☆１５校に２１人配置 

○巡回相談員の派遣（年４８日） 

 ★発達検査の実施 

 ☆４７件 

 ★巡回相談の実施 

 ☆１８件 

○ 

特別支援教

育推進事業 

 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○児童の各種競技会、音楽コンクール等交通費の助成 

 ☆児童が各種競技会等に参加した際の、交通費の 

一部を助成（１３件、１１９，６００円） 

○生徒の部活動大会参加経費の助成 

 ★関東大会以上 

 ☆生徒が部活動で関東大会以上に参加した際の交 

通費、宿泊費を助成（１１件、３７５，０５０円） 

○バス通学費の助成 

 ☆吉岡小学校へのバス通学が必要な児童に対し通 

学費を助成（８人、２３４，１６０円） 

☆バス通学が必要な生徒に対し通学費を助成 

（４２人、２，４８４，４８０円） 

◎ 

児童（生徒）

派遣等助成

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学務課） 

【評価と課題】 

特別支援教育推進事業については、支援が必要な児童生徒のニーズに応じて、２１

人の特別教育支援員を配置することができた。また、巡回相談員による発達検査は、

検査結果を保護者と学校とで共有することで、一人一人に適した支援の在り方を考え

る際に活用することができた。特別支援教育支援員の配置と巡回相談員の派遣につい

て、学校からの要望に十分に応えるための人的支援や相談体制の整備を検討すること

が必要である。 

児童（生徒）派遣等助成事業については、大会経費等に対する助成を行い、児童生

徒の活躍を支援することができた。また、バス定期券の購入額と同額の金額を助成す

ることにより、バス通学が必要な児童生徒の保護者に対する経済的負担の解消に努め

た。 
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基本方針３ 

「教師と子どもが深い信頼関係で結ばれた学校づくりを進めます」 

 

（主な施策と事業） 

１．信頼される教職員の育成 

 

《施策の主題》教職員の資質能力の向上 

 教科についての専門的知識や指導技術等を身に付けた、品位と魅力あふれる教職員

の育成に努めます。 

 また、様々な教育問題に適切に対応できる資質の向上のために、研修内容の充実に

努めます。 

《施策の主題》子どもに向き合える環境づくり 

 教職員が子どもたちと向き合う時間を確保するための支援を行います。さらに、教

職員の心の健康維持のため、相談体制の充実に努めます。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○優れた教職員の顕彰 

 ☆学校への周知等による表彰候補者を把握 ◎ 

教育委員会

表彰事業 

(学務課・教育総務課) 

２ 

○生徒指導上の学級支援 

 ★生徒指導補充教員の派遣 

 ☆小学校５校に５人を派遣 

中学校全校に４人を派遣（２校兼務１人） 

◎ 

学校支援職

員派遣事業 

 

（学務課） 

３ 

○外国籍等の児童生徒への語学指導 

 ★語学指導員の派遣 

 ☆語学指導員２人を派遣（ペルシャ語・中国語）

（小学校６校・中学校３校） 

 ★関係団体との連携 

 ☆市国際交流協会との連携 

（日本語指導ボランティア １２人） 

○ 

教育相談体

制支援事業 

 

 

 

 

（指導課） 

４ 

○学級経営等に対する指導・助言 

 ☆授業研究会や学校訪問等の中で、授業改善や生

徒指導の視点から指導・助言 

◎ 

教職員研修

事業 

（指導課） 

５ 

○校務支援システム導入 

 ★校務支援システム構築の調査・研究 

 ☆２８年度構築、部分運用の実施を決定 

◎ 

教育ネットワーク

基盤整備事業 

（指導課） 

６ 

○教職員のメンタルヘルス相談の実施 

 ☆教職員自身のメンタルヘルスに関する相談にも 

応じることができることを周知 

☆児童生徒への対応について相談を実施 

◎ 

教育相談体

制支援事業 

（学務課・指導課

・青少年育成センター） 
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【評価と課題】 

教育委員会表彰事業は、２７年度は該当者がなかったが、教職員のこれまでの実績

を評価し、意欲の向上につなげるために被表彰者の人選等に努めた。 

学校支援職員派遣事業は、必要と判断される学校に派遣したことにより、学級担任

や教科担任等と連携して、児童生徒の学習面・生活面の双方においてきめ細かな指導

や支援を行うことができた。 

 教育相談体制支援事業については、現在、ペルシャ語圏からの児童生徒が増加して

いるため、学校の要請に十分に応えられていない。ペルシャ語圏からの児童生徒の増

加に対してどのように対応するかが課題である。 

 教職員研修事業については、授業改善や生徒指導の視点から、指導主事が授業研究

会等で学校を訪問した際に、必要な指導・助言を行った。 

 教育ネットワーク基盤整備事業については、システムの導入準備を進め、２８年度

部分運用、２９年度全面運用する計画である。 
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２．地域とともにある学校づくりの推進 

 

《施策の主題》開かれた学校づくりの推進 

 保護者・地域と教職員が教育についての問題意識を共有することで、開かれた学校

づくりを推進します。 

《施策の主題》地域が誇れる学校づくりの推進 

 魅力的な学校づくりを推進し、学校の教育力が地域の中で充分な役割を果たすよう

努めます。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○地域による学校支援 

 ★学校支援コーディネーターの委嘱（１人） 

 ☆学校支援コーディネーターの委嘱（１人） 

 ★地域コーディネーターの委嘱（各校１人） 

 ☆地域コーディネーターの委嘱 

（各校１人計１７人） 

 ★地域コーディネーター会議の開催（２回） 

 ☆２回（５月・２月） 

○開かれた学校づくり 

 ★地域への授業公開 

 ☆地域への授業公開（全校実施） 

 ★ホームページ更新 

 ☆全校のホームページの更新作業を支援 

 ★各種たより等の充実 

 ☆各校が学校だより等で学校支援地域本部事業の

様子や児童生徒の活動の様子を周知 

○ 

学校支援地

域本部事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○開かれた学校づくり 

 ★学校評議員の委嘱 

 ☆市内全校から学校評議員８１名の推薦を受け委嘱 

◎ 

学校評議員

事務事業 

（学務課） 

【評価と課題】 

学校支援地域本部事業では、地域コーディネーター会議で小学校の実践発表をもと

に協議や情報交換を行い、事業の趣旨等について理解を深めることができた。また、

学校支援コーディネーターを学校で行われる学校支援推進会議に派遣し、各校の状況

を把握しながら、地域とともにある学校づくりを推進することができた。 

各校には、学校支援地域本部事業のガイドブック「地域の学校応援団」を配布する

など関係者の役割等を周知したことにより、事業の趣旨や内容の理解を図ることがで

きた。学校によって、「ボランティアの参加者数が少ない」「事業が十分に地域に周

知されていない」等抱えている課題が異なるため、地域の実情に応じた事業の展開が

必要である。 

学校評議員事務事業については、学校評議員を置くことにより、地域住民などの意

見を幅広く聴取でき、多面的な視野から学校運営を見直すことができた。 
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３．安全・安心な学校づくりの推進 

《施策の主題》安全教育の充実 

 大規模な自然災害を想定した防災教育の実施、「地域安全マップ」等を活用した交

通安全指導や不審者への注意喚起、避難訓練の実施等を通して、実践的な危機回避能

力を育てます。 

《施策の主題》安全体制の充実 

学校内外に発生する事件事故から子どもたちを守るため、安全体制の充実を図ります。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○防災教育 

 ★避難訓練への指導・助言 

 ☆大規模災害を想定した実践的な避難訓練に加え

様々な場面を想定したワンポイント避難訓練を

各校で実施  

  ・避難訓練実施回数 

   小学校 延 １０６回 

（内ワンポイント避難訓練６０回） 

   中学校 延  １７回 

（内ワンポイント避難訓練 ６回） 

○安全体制の充実 

 ★交通安全への指導・助言 

 ☆保護者･地域の方の見守り等の協力による登下

校時の安全確保 

☆各校の実情に合わせて交通安全教室を実施 

 ★不審者対応への指導・助言 

 ☆実態に応じて、各校で不審者への対応について

児童生徒に指導 

○「危機管理マニュアル」実践への指導・助言 

 ☆「危機管理マニュアル」に基づいた安全対策の

実施 

○通学路の安全確保 

 ★安全点検 

 ☆通学路の安全確保のため、関係機関との連携に 

よる合同点検を実施 

○ 

学校安全事

務事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課・学務課

・青少年育成センター） 

２ 

○防犯・安全用品の配布 

 ☆児童の安全確保を図るために、小学校１年生に

防犯ブザーを配付 

○緊急搬送用自動車の借り上げ 

 ☆安全体制の充実に努めるために、児童生徒用の

緊急搬送用自動車を借り上げ 

  ・緊急搬送回数 ４７回（前年度：３２回） 

◎ 

学校支援事業 

 

 

 

 

 

（学務課） 
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【評価と課題】 

 学校安全事務事業について、防災教育では、各校や地域の実態に即したものやさま

ざまなケースを想定した避難訓練の実施を通して、児童生徒の防災に対する意識及び

実践力の向上が図れた。また、定期的な訓練だけでなく、ワンポイント避難訓練等の

状況に応じた訓練も複数回行っており、主体的に判断し行動できる児童生徒が増えた

との報告を受けるなど安全教育の更なる推進につながった。今後は、地域や関係機関

との連携を含めた安全教育が進められるよう指導・助言していく。 

 安全体制の充実については、学校支援地域本部事業により、保護者、地域の人たち

による登下校時の見守り活動が積極的に行われている。また、各校の実情に合わせて

交通安全教室を実施し、児童生徒の交通安全に対する意識を高めることができた。 

 「危機管理マニュアル」については、学校の実態に応じた点検、見直しが必要であ

る。 

 通学路の安全確保については、２７年７月に「四街道市通学路交通安全プログラム」

を策定した。本プログラムに基づき、学校・家庭・地域・関係機関と連携し、児童生

徒が安全に通学できるように努めた。 

 学校支援事業については、防犯ブザーを配付し、児童の安全を守るため対応に努め

た。また、安全体制を確保するために、緊急搬送用自動車として借り上げたタクシー

を使用することで、適切に対応することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

《施策の主題》施設設備の充実 

 安全、安心な施設となるよう、施設設備の整備を計画的に進めます。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○武道場改築工事 

 ★千代田中学校 

☆武道場改築工事を実施 

  ・鉄骨造平屋 延床面積 253.38㎡ 

 ★旭中学校 

 ☆武道場改築工事を実施 

  ・鉄骨造平屋 延床面積 375.41㎡ 

 ★四街道西中学校 

 ☆武道場改築工事を実施 

・鉄骨造平屋 延床面積 247.65㎡ 

◎ 

中学校武道

場改築事業 

 

 

 

 

 

 

 

（教育総務課） 

２ 

○施設・設備の点検と保守管理 

 ☆法定検査・定期点検等を実施 

・消防設備保守点検委託 他３３件 

○施設・設備の補修・修繕 

 ☆劣化や損傷による補修・修繕を実施 

・栗山小学校ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ耐震化工事 他５７件 

○空調設備設置工事 

 ☆小学校１２校の普通教室等に設置するため、賃

貸借契約を締結 

○ 

小学校施設設備

維持管理事業 

 

 

 

 

 

 

（教育総務課） 

３ 

○施設・設備の点検と保守管理 

 ☆法定検査・定期点検等を実施 

  ・消防設備保守点検委託 他１６件 

○施設・設備の補修・修繕 

 ☆劣化や損傷による補修・修繕を実施 

・四街道中学校武道場天井改修工事 他４０件 

○空調設備設置工事 

 ☆中学校５校の普通教室等に設置するため、賃貸

借契約を締結 

○ 

中学校施設設備

維持管理事業 

 

 

 

 

 

 

（教育総務課） 

４ 

○環境検査の実施 

 ★１回 

 ☆水質検査他各検査、年１回 

○養護教諭連絡会議の開催 

 ★３回 

 ☆３回（７月、１２月、３月） 

○学校保健委員会の開催 

 ★１回 

 ☆各校、年１回 

◎ 

学校衛生管

理事業 

 

 

 

 

 

 

（学務課） 
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【評価と課題】 

中学校武道場改築事業については、３校の武道場改築工事が完成し、事業が完了し

たことにより、学校施設の耐震化率が１００％となった。 

小学校施設設備維持管理事業及び中学校施設設備維持管理事業については、補修、

改修、法定点検等を行い、施設の適切な維持保全が図れた。 

校舎等は、経年劣化等により、補修をすべき箇所が発生しているが、部分補修によ

り対応している状況である。今後の検討課題として、校舎全体の大規模な改造等を定

期的に施行していく計画をたて、確実に実施する必要がある。 

空調設備設置については、国の交付金が得られなかったことから、その設置手法を

再検討した結果、普通教室等に１３年間のリース方式により設置することとした契約

を２７年１２月に締結し、２８年６月から使用を開始した。 

 学校環境衛生事業については、環境検査の実施により、衛生的な学校環境の維持が

図れた。また、学校保健関係団体との連携のもと、児童生徒及び教職員の健康の保持

増進が図れた。 
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基本方針４ 

「自己実現を目指す市民の学習・スポーツ活動を支援します」 

 

（主な施策と事業） 

１．生涯学習環境の整備 

 

《施策の主題》生涯学習環境の整備 

 社会教育施設の整備を計画的に進め、生涯学習や地域活動の拠点作りを進めます。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○社会教育活動や文化活動の場の提供 

 ★和良比小学校及び四街道中学校の特別教室の開放 

 ☆和良比小 開放日数 ７５日 

       利用者数 延 １，８２２人 

  四街道中 開放日数 ６８日 

       利用者数 延 １，０３５人 

○社会教育関係団体の活動へ補助金の交付 

 ☆４団体 市婦人会 

 市ユネスコ協会 

 市レクリエーション協会 

      市ＰＴＡ連絡協議会 

◎ 

社会教育支

援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 

【評価と課題】 

 社会教育支援事業については、適切な安全管理を行い、社会教育活動や文化活動の

場を提供することができた。また、社会教育団体へ補助金を交付し、各団体の活動の

活性化が図れた。 
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《施策の主題》公民館活動の充実 

 民間活力を生かした指定管理者の運営により、公民館活動を推進します。また、新

たな公民館利用者を増やすため、魅力ある主催講座を開設します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○指定管理者による管理運営 

 ★指定管理者との連携 

 ☆利用者の要望などに対し連携して迅速に対応 

 ★自主事業の支援（寺子屋等） 

 ☆公民館だよりなどで広報活動を支援 

○施設設備の維持補修 

 ★千代田公民館・旭公民館のホール天井改修工事 

 ☆天井の耐震化工事を実施 

○ 

公民館管理

運営事業 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 

２ 

○主催講座の開催 

 ★青少年対象 

 ☆定期講座：１講座 単発講座：１講座 

 ★親子対象 

 ☆定期講座：３講座 単発講座：１講座 

 ★成人対象 

 ☆定期講座：８講座 単発講座：３講座 

 ★高齢者対象 

 ☆定期講座：３講座 

○ 

公民館主催

事業 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 

【評価と課題】 

 公民館管理運営事業については、ホール天井の耐震化を図ることができたが、各公

民館の経年劣化により修繕箇所が頻出する可能性が高い。今後は施設の維持管理が課

題である。 

公民館主催事業については、新規講座を実施するなど、各公民館で特徴ある講座を

それぞれ開催できた。また、ボランティア団体、公民館サークル講師などの利用、大

学との連携も実施できた。高齢者対象の講座については、多くの人が参加しており、

講座内容に軽運動が含まれている場合には会場のスペースに余裕がないため、会場ス

ペースの確保が課題である。 
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《施策の主題》図書館の利用の推進 

 市民が必要とする多様な情報について、積極的に資料を収集し提供するとともに、

利用者の利便性の向上に努めます。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○図書館協議会の開催 

 ★３回 

 ☆３回（８月、１１月、２月） 

○施設設備の保守管理・修繕 

 ☆施設総合管理委託 他２件 

  排煙窓修繕 他６件 

○指定管理者制度導入の検討 

 ☆図書館協議会から今後の管理運営形態に係る意

見書を受領 

○ 

図書館管理

運営事業 

 

 

 

 

 

 

（図書館） 

２ 

○資料の充実 

 ★新刊等の資料購入  ９，３００冊 

 ☆新刊等の資料購入 １１，４４８冊 

  寄贈資料受入れ     ２０２冊 

○サービスの充実 

 ★開館日数 ３２９日 

 ☆開館日数 ３２９日 

 ★予約・リクエスト ２７，０００件 

 ☆予約・リクエスト ３２，０４８件 

 ★資料情報の提供、季節の展示 各１２回 

 ☆資料情報の提供 ３７回 

季節の展示   ２０回 

 ★図書館ホームページでの情報提供、インターネット予約 

 ☆図書館ホームページ閲覧数 １０６,６４４件 

 ★学習室の提供 ３２９日 

 ☆学習室の提供 ３２９日、利用 ２，８４７人 

 ★返却ポスト ７箇所 

 ☆返却ポスト ７箇所 ４１，４８５冊 

 ★移動図書館（ドリーム号）巡回 ２２拠点 

 ☆移動図書館（ドリーム号）巡回 ２２拠点 

  延 巡回４８５回 

 ★除籍資料のリサイクル １４，０００冊 

 ☆除籍資料のリサイクル １７，９３８冊 

◎ 

資料管理整

備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図書館） 
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３ 

○主催事業の開催 

 ★おはなし会、絵本の会 ３５回 

 ☆おはなし会 ４歳～小学１年 ２６回 ２１４人 

小学１年～大人 ２６回 １５９人 

絵本の会 ０・１歳と大人 ２３回 ３０７人 

２・３歳と大人 ２３回 ２２３人 

 ★子どもの本の学習講座  ５回×１コース 

 ☆読み聞かせ（基礎）   ５回 ２７人 

 ★科学あそびと工作の会  １回 

 ☆科学あそびと工作の会  ２コース ２９人 

 ★製本講座        ２回 

 ☆図書館ミニ講座（５講座）９回 １２０人 

○乳幼児への絵本配布   １２回（８００人） 

 ☆乳幼児への絵本配布  １２回 

配布７０３人  立ち寄り４７８人 

○小・中学校読書感想文・感想画コンクールの実施 

 ☆感想文 ４，１９８人 感想画 １８７人 

◎ 

読書学習推

進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図書館） 

４ 

○教材・機材の貸出、保守管理 

 ★教材・機材の貸出 ２００点 

 ☆教材の貸出 １２点、機材の貸出 １１４点 

 ★機材の保守点検 １回 

 ☆機材の保守点検 １回（３台） 

○ 

視聴覚機材

等管理事業 

 

 

（図書館） 
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【評価と課題】 

図書館管理運営事業については、図書館協議会において今後の管理運営形態につい

て検討を重ねられ、その検討結果として意見書が取りまとめられた。また、市民が安

心して快適に図書館を利用できるよう、館内の清掃及び施設・設備の管理業務委託や、

経年劣化した設備の維持補修に取り組むことができた。今後は、図書館の管理運営形

態について、十分協議を重ねていく必要がある。 

 資料管理整備事業については、図書館ホームページの刷新により、閲覧数が前年度

の２倍となった。窓口等の一部業務委託は３年が経過し、開館日・開館時間の拡大や

窓口での明るい挨拶等により市民から好印象を得ている。今後は、窓口委託を生かし

た効率的な図書館運営を推進するとともに、市民の生涯学習を支援するため、サービ

スの質の向上、及び地域の歴史・文化を幅広く収集・保存する郷土資料の充実をさら

に図っていく。 

 読書学習推進事業については、乳幼児と保護者を対象とした絵本の会を年齢で分け、

開催回数も倍増したことで参加者が３.４倍になり、リピーターも増加した。また、

小学校図書館に全学年分の国語教科書を配置することにより、学校司書の授業支援の

一層の活発化を図った。今後も、小・中学校図書館との連携を深めることや、資料展

示、主催事業を通して市民の読書への関心を高めていきたい。 

視聴覚機材等管理事業については、希少となった視聴覚機材を定期的に保守点検す

ることにより、良好な状態で市民団体へ提供することができた。今後も視聴覚機材を

適正に管理し、その認知度を高め利用率を上げることが必要である。 
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２．生涯スポーツの推進 

 

《施策の主題》スポーツ環境の整備 

 子どもから大人まで、全ての市民が生涯にわたってスポーツに親しむことができる

生涯スポーツ社会の実現を図ります。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○スポーツ・レクリエーションの活動場所の提供 

 ★小学校校庭の全校開放 

 ☆全校開放 

  ・利用団体数 ３８団体（前年度：３９団体） 

  ・利用登録人数 １，０３５人（前年度：９８７人） 

 ★小中学校体育館の全校開放 

 ☆全校開放 

  ・利用団体数 １８７団体（前年度：１９７団体） 

  ・利用登録人数 ２，７２９人（前年度：２，８３９人） 

◎ 

小中学校体

育施設開放

事業 

 

 

 

 

 

（スポーツ振興課） 

２ 

○総合公園体育施設及び温水プールの管理・維持補修 

 ★指定管理者による管理運営 

 ☆指定管理者との連携 

 ★施設の設備修繕・維持工事 

 ☆総合公園体育館 

  ・給水用加圧ポンプ（給湯用）改修工事 

  ・電気設備交換工事 

  ・放送設備交換工事 

  ・券売機購入（更新） 

 ☆総合公園野球場 

  ・防球ネット補修工事 

  ・スコアボード棟屋上手摺修繕 

 ☆温水プール 

  ・天井梁補修工事 

  ・排風機補修工事 

○ 

体育施設管

理運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スポーツ振興課） 

【評価と課題】 

小中学校体育施設開放事業については、身近な施設でスポーツ等の参加機会が確保

されており、現在各校の活動は円滑に行われ、市民の体力の向上、健康の維持増進に

役立っている。 

 体育施設管理運営事業については、修繕及び改修工事により体育施設の安全性の確

保が図られた。なお、既存のスポーツ施設については、経年劣化による補修・修繕と

併せて計画的かつ効果的な施設整備を進めていく必要がある。 
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《施策の主題》活力あるスポーツ活動の支援 

 市民のニーズに応じた質の高い指導ができる人材の養成・確保・活用を図ります。

また、身の回りにある施設を利用して取り組めるスポーツの推奨に努めます。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○スポーツ教室の開催 

 ★２４教室 

 ☆２１教室（前年度：１８教室） 

  （小学生向け１１教室、成人向け１０教室） 

  ・参加人数 １，４９２人 

（前年度：１，１９７人） 

○体育の日行事の開催 

 ★参加人数 ８００人 

 ☆参加人数 延 １,１１９人（前年度：９９１人） 

  （ローラーフィギュア、カーレット他１２プログラム） 

○スポーツ指導者の育成 

 ★スポーツリーダーバンク登録者の研修会の開催 

 ☆スポーツリーダーバンク登録者研修会 １回 

  ・登録指導者数 ３７人（前年度：３６人） 

  ・紹介件数 ２４件（前年度：２０件） 

○スポーツ推進委員連絡協議会の活動支援 

 ☆スポーツ推進委員連絡協議会主催事業 

  ・バスハイキング １回、６７人 

      （前年度：１回、６９人） 

  ・体力測定会 ２回、４６人 

    （前年度：２回、６２人） 

  ・ニュースポーツ体験会 ３回、３２人 

  （ラージボールテニス、軽三角野球、ターゲットバードゴルフ） 

  ・広報紙「はつらつ」発刊 １回 

○ 

スポーツ普

及促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スポーツ振興課） 

２ 

○総合型地域スポーツクラブの支援 

 ★活動への助言 

 ☆施設空き時間の有効活用 

 ★活動場所の提供 

 ☆総合公園体育館、多目的運動場、市立武道館 

  ・総合公園の月曜休館日の無料開放 ３５回 

              （前年度：３６回） 

  ・クラブ会員数 ３８７人（前年度：４１１人） 

  ・定期プログラム ２１種目 

（前年度：２２種目） 

  ・不定期プログラム １種目（前年度：２種目） 

  ・運営委員会開催数 １２回（前年度：１２回） 

○ 

総合型地域

スポーツクラブ

育成支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スポーツ振興課） 
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３ 

○ガス灯ロードレース大会の開催 

 ★参加申し込み人数 ４，０００人 

 ☆参加申し込み人数 ３，８２０人 

      （前年度：４，０８３人） 

  （全２４部門、うちパラロードレース８部門） 

  ・ボランティアスタッフ数 ８３９人 

          （前年度：８３８人） 

○ 

ガス灯ロードレース

大会事業 

 

 

 

 

（スポーツ振興課） 

４ 

○本市会場競技の運営 

 ★バレーボール、テニス 

 ☆バレーボール 男子８、女子７市町参加 

 ☆テニス 男女各８市町参加 

  ・総合公園体育館、庭球場 

○市代表選手の派遣 

 ☆各競技に市代表選手を派遣 

  ・参加競技数 １６種目２３競技 

    （前年度：１６種目２３競技） 

  ・参加人数 延 ３７２人 

（前年度：延 ３８４人） 

  ・優勝種目 ３種目（前年度：４種目） 

  ・成績 総合３位（前年度：総合３位） 

◎ 

印旛郡市民

体育大会事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スポーツ振興課） 

５ 

○体育協会の育成支援 

 ★補助金の交付 

 ☆補助金交付額の交付による体育協会育成活動へ 

の支援 

 ★加盟競技団体が実施する大会の支援 

 ☆体育協会主催大会 １９回（前年度：１９回） 

  ・体育協会理事会開催数 ７回 

（前年度：７回） 

○ 

体育協会事

務事業 

 

 

 

 

 

（スポーツ振興課） 
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【評価と課題】 

 スポーツ普及促進事業については、子どもから高齢者までスポーツを通しての健康

づくりが必要であり、市主催の各種スポーツ教室を通し、その機会を提供することが

できた。 

 今後は、より多くの人たちにスポーツ機会を提供するために、各人の実情に合わせ

たプログラムの提供とそれに伴う指導者の確保が必要である。 

 総合型地域スポーツクラブ育成支援事業については、総合型スポーツクラブ四街道

ＳＳＣがクラブ設立から６年が経過しクラブ運営は概ね順調である。 

 課題としては、経済的に自立した運営ができるよう会員の増加を図る必要がある。 

 ガス灯ロードレース大会事業については、前週や同日に県内でロードレース大会が

開催され、申し込み人数が約３，８００名となったが、高い人気を維持している。今

後もより魅力ある大会にしていく必要がある。また、大会運営でトラブルが生じたこ

とから、対応策を検討し再発防止に努める。 

 印旛郡市民体育大会事業については、市の代表選手を各競技に派遣することで、競

技力の向上に繋がり当市のスポーツ振興に大きく寄与することができた。今後も市代

表選手を支援し、競技力の向上に努める。 

 体育協会事務事業については、各競技団体で市民大会、スポーツ教室を開催し、広

く市民に対してスポーツの普及促進、競技力の向上に寄与した。今後も継続して主催

団体への支援に努める。 
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３．高等教育機関等との連携と地域人材の育成・活用の推進 

 

《施策の主題》高等教育機関等と連携した学習機会の提供 

 大学等の高等教育機関と連携し、高度な知識・技術を習得する学習機会を提供しま

す。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○高等教育機関との連携 

 ★市民大学講座（専門課程）８講座 

 ☆受講者 ４０人 修了者３４人うち皆勤１５人 

  出席率 ７７．９９％ 

  共催：愛国学園大学 

◎ 

市民大学講

座事業 

 

 

（社会教育課） 

２ 

○高等教育機関との連携 

 ★大学でのパソコン講習会の実施 

 ☆受講者 ４５人  

共催：東京情報大学 

◎ 

公民館主催

事業 

 

（社会教育課） 

【評価と課題】 

 市民大学講座事業及び公民館主催事業については、大学との連携により、市民に専

門的知識等を習得する学習機会を提供することができた。今後も、高等教育機関と連

携することにより、より多くの市民に学習機会の場を提供し、学習意欲を高めていく。 

 

《施策の主題》地域における人材の育成・活用 

 市民の主体的な学習活動の推進やまちづくりへの参加などを通して、活動を推進す

る市民の人材の育成を図ります。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○まちづくりを担う人材の育成 

 ★市民大学講座（一般課程）１５講座 

 ☆市民大学講座（一般課程）１５講座 

  受講者 １１１人 修了者９７人うち皆勤２８人 

  出席率 ８１．３２％ 

◎ 

市民大学講

座事業 

 

 

（社会教育課） 

２ 

○人材の育成・活用 

 ★生涯学習まちづくり出前講座の管理・運営 

 ☆講座メニュー ５５講座 実施 ４８件 

  受講者 延 １，９４９人            

 ★生涯学習生きがいづくりアシスト事業の実施 

 ☆ボランティア講師登録者数 ７４人 

  事業実施 ３件 受講者 延 １３人 

 ☆「アシスト事業１日体験講座」の実施 

  １１講座 受講者 １０７人 

 ☆「まなびぃガイドブック」のホームページ掲載 

及び製本版２００部発行 

○ 

生涯学習推

進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 
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【評価と課題】 

市民大学講座事業については、郷土学習をメイン講座として組み込んだ結果、郷土

を知ることにより郷土愛を育むことができた。 

生涯学習推進事業の生涯まちづくり出前講座については、市職員が講師となり、市

民の学習活動支援と市政への理解を図った。また、市民のニーズに沿ったメニューづ

くりを行うことができ、受講者が前年度に比べ約１．３倍に増えた。 

生涯学習生きがいづくりアシスト事業については、事業の実施を通して、市民の「教

えたい」と「学びたい」をつなぎ、「教えたい」市民をボランティア講師として登録

し、「学びたい」市民へ紹介することができた。ボランティア講師事業の実施件数が

少ないのが課題である。 

アシスト事業１日体験講座についても、会場を便の良い場所に変更するなど改善を

図り、事業を周知することで、受講者が前年度に比べ約１．８倍に増えるなど市民に

学習機会を提供することができた。 

「まなびぃガイドブック」については、ホームページに掲載することで市民への講

座、施設等の生涯学習関連情報を提供することは可能ではあるが、インターネットに

接続できない人のために、障害者就労支援施設に依頼して製本版２００部を印刷し発

行した。 
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基本方針５ 

「豊かな自然や先人の創り上げた伝統文化を受け継ぎ、新しい文化を創造する市民

活動を支援します」 

 

（主な施策と事業） 

１．豊かな自然を大切に思う心の醸成 

 

《施策の主題》“ふるさと四街道”の学習（自然環境） 

四街道の自然を守る心を育てる学習を推進します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○「ふるさと四街道」についての学習支援 

 ★校外学習の支援 

 ☆学習に役立つ資料の提供や関係機関との連絡調 

  整 

 ★社会科副読本「わたしたちの四街道」の刊行 

 ☆郷土学習教材として伝統行事や昔の暮らしにつ

いての内容を盛り込んだ社会科副読本「わたし

たちの四街道」を刊行 

☆小学校３年生全員に配付し、活用 

 ★小学校３、４年生が現地学習を行うためのバス 

の借り上げ 

 ☆小学校３、４年生現地学習用のバスの借り上げと

コースの調整を実施 

  ・バスの借り上げ台数 ４５台 

◎ 

地域学習支

援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

 地域学習支援事業については、本市の特色を盛り込んだ副読本「わたしたちの四街

道」を刊行して小学校３、４年生の学習にいかした。また小学校３、４年生が現地学

習を行うためのバスの借り上げを実施し、児童が見学、体験を通して学べる場を設定

することができた。 

副読本「わたしたちの四街道」については、部分改訂を実施した。 
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《施策の主題》食をとおしたふるさと四街道への愛着の醸成 

 地場産物の積極的な活用や子どもたちのアイデアを取り入れた給食の献立、様々な

食文化の学習等を通して、郷土を心のよりどころにする気持ちを養います。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○食育研修会の開催 

 ★１回 

 ☆１回（８月） 

共催：教育研究会（給食部会） 

◎ 

教職員研修

事業 

 

（指導課） 

２ 

○地場産物の活用 

 ☆本市産の野菜を活用した「四街道カレー」を全

校で実施 

 ☆地場産物を活用して調理した給食を全校で実施 

○学校給食運営委員会の開催 

 ★２回 

 ☆２回（７月、２月） 

◎ 

学校給食管

理運営事業 

 

（指導課） 

共同調理場

運営事業 

（学校給食共同調理場） 

【評価と課題】 

教職員研修事業については、教員や学校栄養職員を対象とした食育研修会を実施し、

学校における食育に関する授業展開の実際について研修を行った。また、学習ソフト

や教具を利用した授業展開について理解することで、食育の推進につながった。 

 学校給食管理運営事業については、運営委員会での助言を参考に、効果的な学校給

食運営を図ることができた。また、今年度も関係者、関係機関と連携し、地産地消の

推進の一環として本市産の野菜を使用した「四街道カレー」を実施し、好評だった。 

 共同調理場運営事業については、上記のほか、児童生徒が考えた給食献立の実施や

地場産物を活用した給食を提供することで、郷土料理や地域の食材を知るなど、ふる

さと四街道への興味と関心及び生産者や調理に携わる人への感謝の気持ちを養った。 
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２．伝統文化の継承の推進 

 

《施策の主題》“ふるさと四街道”の学習（伝統文化） 

 今も生きる伝統文化を受け継いでいこうとする心を育てる学習を推進します。 

《施策の主題》地域遺産の保護・保存と継承 

 歴史資料の収集、整理・分析及び保存を行うとともに、市内の文化財を活用した文

化財巡りなど学習機会の充実を図ります。また、地域に伝わる伝統文化や伝承行事な

ど、無形民俗文化財の保存・継承事業を支援します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○歴史民俗資料室の活用 

 ★活用例の提示 

 ☆市歴史民俗資料室を活用したモデル案を市内各

小学校に提示 

 ☆郷土学習教材として社会科副読本「わたしたち

の四街道」を刊行し、小学校３年生に配付 

◎ 

地域学習支

援事業 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○見学会・教室の開催 

 ★よつかいどう文化財散歩、子どもカイコ教室、

発掘体験 

 ☆よつかいどう文化財散歩…雨天のため中止 

☆子どもカイコ教室…４回 参加者１０３人 

（保護者含む） 

☆発掘体験…２７年度未開催 

○文化財の保護管理 

 ★堀込城跡緑地等 

 ☆ホームページのリニューアル 

☆樹木の伐採、剪定管理 

☆もねの里古墳広場開設 

○伝統行事等の保存・継承支援 

 ★文化財保存事業補助金の交付 

 ☆伝統行事保存４団体への補助金交付 

  ・内黒田はだか参り保存会 

  ・和良比はだか祭り保存会 

  ・亀崎ばやし保存会 

  ・栗山ばやし保存会 

○ 

文化財保護

管理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 
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３ 

○歴史民俗資料室の運営・管理 

 ★社会科見学等の受入 

 ☆小学校３年生７校 ４３２人 

 ☆総合学習の時間「八木原貝塚現地見学授業」 

  １校 ４８人 

 ☆鹿放ヶ丘ふれあいセンター開拓資料室の見学・ 

利用 １，５２５人 

○歴史民俗資料の活用 

 ★民具の貸出 

 ☆２７年度なし 

 ★出前授業の実施 

 ☆民具の出前授業 小学校３年生８校 ５７０人 

 ☆祭りや文化財の出前授業 小学校３年生４校 

３２９人 

○ 

歴史民俗資

料施設整備

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 

４ 

○試掘調査 

 ☆２２件 

○遺跡の発掘調査 

 ☆確認調査３件、本調査１件 

☆詳細遺跡分布調査（鹿放ケ丘・大日地区） 

◎ 

埋蔵文化財

発掘調査事業 

 

 

（社会教育課） 

５ 

○歴史資料調査及び収集整理 

 ★古文書の解読・保存 

☆小林家文書３９８点の整理保存 

☆永野家文書７９点の整理保存 

☆近藤家文書１，５４１点の整理保存 

 ☆上記古文書の一部解読・調査 

 ★資料のデジタル化 

 ☆近現代写真・歴史公文書のデジタル化 

 ★目録の整理 

 ☆小林家・永野家文書目録入力終了 

○ 

市史編さん

事業 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 
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【評価と課題】 

 地域学習支援事業については、「わたしたちの四街道」を配付し、社会科学習に活

用したり、市の歴史民俗資料室を活用したりすることで、児童の本市における伝統文

化や地域遺産への理解が深まった。 

文化財保護管理事業については、資料の活用・普及を図り、地域の歴史・文化の継

承につなげることができた。「よつかいどう文化財散歩」は、文化財ボランティアガ

イドの会の協力により準備をしたが、当日雨天のため、安全を最優先して中止とした。

多数の参加希望者が集まる事業であり日程の選定等が今後の課題である。また、「カ

イコ飼育教室」は、好評を得ることができた。さらに、整備を進めてきた「もねの里

古墳広場」は１２月に移管を受け供用を開始した。 

歴史民俗資料施設整備事業については、八木原小学校の歴史民俗資料室等を小学校

の学習活動充実のために活用しているが、プレハブ施設の経年劣化が激しいため、床

腐食部分を補修した。今後は、施設の維持管理が課題である。 

埋蔵文化財発掘調査事業については、一定の開発行為に対して、埋蔵文化財包蔵地

として保護が図れた。今後も法に基づく発掘の届出に対して適切かつ円滑に対応して

いく。また、文化財保護を行うため、市内に所在する遺跡について分布調査を実施し、

情報の収集・整備を継続的に進める。 

市史編さん事業については、旧家の古文書整理、民俗資料の収集整理を市史編さん

協力員の協力により概ね計画どおり実施できた。今後は古文書整理の作業場を確保す

ることが課題である。また、「市史編さん基本方針（２５か年計画）」の素案について

市史編さん委員会でより一層の検討を行う必要がある。 
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３．新しい文化の創造 

 

《施策の主題》芸術文化活動の支援 

 市民文化芸術活動の向上や裾野の拡大を図り、本市の特徴を生かした新たな文化の

発見や創造につながる活動への支援を推進します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○市民文化祭の開催 

 ★行事数 ３５行事 

 ☆行事数 ３４行事（前年度：４７行事） 

 ★参加団体 １６０団体 

 ☆参加団体 １６９団体（前年度：１７３団体） 

 ★参加人数 ２４，０００人 

 ☆参加人数 ２６，６２９人 

  （前年度：２４，１１２人） 

◎ 

市民文化祭

事業 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 

２ 

○優れた芸術を鑑賞する機会の提供 

 ★市民演劇公演の実施 

 ☆「陽気な地獄破り」 入場者 約４００人 

 ★郷土作家展の開催 

 ☆入場者 １，４３２人（前年度：１，４２９人） 

 ★子どもミュージカルの実施 

 ☆「マッチ売りの少女」 入場者 約６００人 

◎ 

市民芸術公

演事業 

 

 

 

 

（社会教育課） 

３ 

○展示・発表の場の提供 

 ★市民ギャラリー 

☆入場者 １９，２３４人 

（前年度：１９，１０９人） 

○市民芸術文化活動団体の事業助成 

 ★芸術文化振興助成金の交付 

☆芸術文化振興助成金の交付 ３事業 

  市民ミュージカルⅡ「少年がつくった街」公演 

入場者 １，９４１人（３公演） 

市大正琴同好会２０周年記念演奏会 

入場者 約７００人 

マンドリーノチェリー１５周年記念演奏会 

入場者 約６００人 

◎ 

芸術文化活

動支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 
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【評価と課題】 

市民文化祭事業については、毎年趣向を凝らして実施し、参加者数が増えている。

市民の活動意欲を高める場として有効であるが、参加者の高齢化に伴い、より効率的

かつ安全に配慮した運営方法を整備する必要性があると考える。 

市民芸術公演事業については、優れた芸術文化鑑賞の機会を提供し、市民の芸術文

化に対する関心を高めることができた。なお、共催団体の協力のもと、広報等情報発

信に力を入れ、後継者育成等も含め市民への働きかけを強化していく。 

芸術文化活動支援事業については、生涯学習の発表の場を提供することができた。

助成金については、公平な助成となるよう審査基準の見直しを行った。 
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基本方針６ 

「家庭・学校・地域のもつ教育力を高め合い、三者が連携する体制づくりを進めま

す」 

 

（主な施策と事業） 

１．家庭の教育力の向上 

 

《施策の主題》家庭教育の支援 

 子育てに関する情報の提供、講座等による学習会や親子のふれあいの機会を設ける

など家庭教育の充実を図ります。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○家庭教育に関する講座の開催 

 ★子育て学習講座 全校開講 

 ☆１７講座 参加者 １，６４９人 

      （前年度：１，６３６人） 

  ・小学校 １２校 参加者 ８１８人 

          （前年度：８３７人） 

  ・中学校  ５校 参加者 ８３１人 

          （前年度：７９９人） 

 ★地域・家庭教育学級の開催 

 ☆１５講座（５団体） 

（前年度：１５講座（５団体）） 

  参加者 計１，４２０人 

（前年度：２，０２９人） 

◎ 

子育て学習

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 

２ 

○保護者に対する学用品費、給食費等の助成 

 ★経済的理由による就学困難な児童生徒 

 ☆経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護 

者に対し学用品費、給食費等を援助 

 ★特別な支援を必要とする児童生徒 

 ☆特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に 

対し経済的負担を軽減するため、学用品費、給 

食費等の一部を援助 

◎ 

児童（生徒）

就学助成事業 

 

 

 

 

 

（学務課） 
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【評価と課題】 

 子育て学習事業については、就学児童及び中学入学を控えた児童の保護者を対象と

した子育て学習講座を全校で実施するとともに、地域・家庭教育学級をＰＴＡ、市民

活動団体や地域の子育ての会等と協働で開催し、家庭と地域の教育力を高めるきっか

けをつくることができた。今後も、学校からのニーズに沿い、専門の講師と連携を深

めながら家庭教育の一層の充実と向上を図る。また、関係団体と連携することにより、

より多くの人にさまざまな媒体による子育てに関する情報提供や家庭教育を考える

機会を提供し、家庭や地域の教育力をさらに高めていく。 

 児童（生徒）就学助成事業については、国の補助単価の改正に伴い、２６年度より

学用品費等の補助単価を国と同額になるよう増額し、経済的負担を軽減した。 
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２．地域の教育力の向上 

 

《施策の主題》心豊かで健やかに育つ環境づくりの推進 

 地域の人々との協働によって、放課後や週末の子どもたちの安全・安心な居場所を

開設します。また補導委員による活動を通して、子どもたちが地域社会の中で心豊か

で健やかに育つ環境づくりを推進します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○青少年の健全育成 

 ★青少年問題協議会の開催 

  ☆３回（５月、７月、１２月） 

・第１回 青少年関係事業報告について 

       青少年事業計画について 

        青少年健全育成推進大会の実施について 

・第２回 市いじめ防止基本方針の策定について 

・第３回 市いじめ防止基本方針について 

 ☆小委員会２回（６月、２月） 

・第１回 青少年健全育成推進大会について 

  （功労者表彰等の選考等） 

・第２回 次年度青少年健全育成推進大会について 

   (講師等の選考） 

★青少年健全育成推進大会の開催 

☆青少年健全育成推進大会の実施（７月） 

 来場者 ６６０人 

・青少年健全育成功労表彰 

個人表彰 ９人 団体表彰 ２団体 

・少年の主張 

 小学生 ２人 中学生 ２人 高校生 １人 

・記念講演及び大会宣言の採択  

 講師 幸島美智子氏（子育てアドバイザー） 

演題 

「子どもを犯罪の被害者にも加害者にもしな 

い子育て～問われる親の責任と覚悟～」 

★青少年健全育成キャンペーンの実施 

☆市内にて青少年健全育成キャンペーンを実施 

（１カ所）     

・青少年健全育成推進大会参加者による啓発を兼

ねた行進 

○ 

青少年健全

育成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 
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２ 

○放課後子ども教室の開設 

 ★「あそびの城」 中央小 

 ☆参加人数  ６３０人（前年度：７７０人） 

 ★“まじゃりんこ”大熊記念コミュニティセンター 

 ☆参加人数 １，０１６人 

（前年度：１，３５１人） 

 ★「出会い体験夢ひろば」 四街道四区自治会集会場 

 ☆参加人数  ２４８人（前年度：２５６人） 

○ 

放課後子ど

も教室推進

事業 

 

 

 

 

（社会教育課） 

３ 

○通学合宿の実施 

 ★四街道公民館、千代田公民館 

☆四街道公民館  参加者 ２４人 

  千代田公民館  参加者 １６人 

  旭公民館    参加者 １０人 

◎ 

青少年体験

活動事業 

 

 

（社会教育課） 

４ 

○青少年育成センター所員及び青少年補導委員によ

る「愛の一声」活動 

 ★登下校時 週２～３回 

 ☆「愛の一声」活動として街頭補導を実施 

  ・声かけ人数８，１１８人 

（前年度：７，８１８人） 

○環境浄化活動 

 ★吸い殻拾いや有害ビラはがし 月２～３回 

 ☆公園、通学路上の吸い殻やゴミ拾いを実施 

  ・環境浄化活動回数３０回（前年度：２９回） 

◎ 

青少年育成

支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

（青少年育成センター） 
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【評価と課題】 

 青少年健全育成事業については、市・青少年問題協議会・教育委員会の主催により

青少年健全育成推進大会を開催し、青少年健全育成について啓発活動を行うことがで

きた。今後は、限られた予算の中で、どのようにキャンペーンを実施するのかが課題

である。 

 放課後子ども教室推進事業については、各放課後子供教室委託団体により、放課後

の子どもの健全育成に努めることができた。子どもを見守り育てる場所を拡大するこ

とが課題である。 

青少年体験活動事業については、通学合宿を青少年体験活動実行委員会との共催に

より実施し、今年度から旭公民館が加わった。参加者や保護者から、参加したことに

よってさまざまな面で成長できたとの感想が多数あがっている。今後は、実行委員会

や事業に協力してくれるボランティアの確保に努めていく。また、通学合宿を実施し

ていない学校がいくつかあるが、いずれの公民館からも距離があり、通学手段を確保

するのが現状困難なため、どのように実施するか安心安全を第一に実行委員会等で検

討したい。 

 青少年育成支援事業については、青少年補導委員の「愛の一声」活動が徐々に浸透

し、気軽にあいさつができたり、話しかけたりすることができる状況である。このこ

とが非行の早期発見や未然防止の一役を担っている。青少年の深夜徘徊の未然防止に

向けて、さらに地域の協力を得るなどの対応に努めたい。 
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《施策の主題》体験・交流活動等の場づくり 

 子どもたちがその年齢に応じた生活や社会の中で役立つ技能の取得などの体験活

動事業を推進します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○「新成人のつどい」の開催 

 ★新成人の参加率 ７５％ 

☆新成人の参加率 ７６．３％  

参加者 ６６８人（前年度：６４９人） 

◎ 

成人式事業 

 

 

（社会教育課） 

２ 

○青少年相談員連絡協議会の支援 

 ★事業支援 

 ☆青少年育成活動を支援 

・青少年体験学習事業（おもしろ科学実験） 

参加者 ３１人 

・青少年ユニカール大会  

参加者 ５３人（１７チーム）   

・青少年つなひき大会   

参加者１０６人（９チーム） 

 ★補助金の交付 

 ☆補助金の交付による青少年育成活動を実施 

○ 

地域青少年活動

活性化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 

３ 

○青少年育成関係団体の支援と補助金の交付 

 ★市子ども会育成連合会 

 ☆ジュニアリーダーの育成や、子ども会育成会の 

講習会などを開催 

 ★ボーイスカウト第１団 

 ☆ボーイスカウト活動や、体験入団など 

 ★ボーイスカウト第２団 

 ☆ボーイスカウト活動や、体験入団など 

 ★ガールスカウト第６２団 

 ☆ガールスカウト活動や、体験入団など 

○印旛郡市子ども会育成連合会の活動支援 

 ★負担金の交付 

 ☆印旛郡市内のジュニアリーダーの育成や育成者 

への講習会を実施するなど、印旛郡市子ども会

育成連合会活動を支援 

○ 

青少年育成活動

支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会教育課） 

４ 

○青少年育成センターオープンスペースの開放 

 ★平日９時から１７時まで（会議時の使用を除く） 

 ☆青少年の放課後の居場所として、利用数が増え 

るよう広報活動を積極的に実施 

・利用者数 ３９９人（前年度：６７人） 

◎ 

青少年育成

支援事業 

 

 

（青少年育成センター） 
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【評価と課題】 

成人式事業については、成人式実行委員との共催により「新成人のつどい」を行い、

成人をお祝いする行事として成人の門出を支援した。 

地域青少年活動活性化事業については、青少年相談員の事業として実施しており、

青少年育成に効果を挙げているが、事業によっては参加者が前年度より微減となって

いるため、さらに参加者をどのように増やすかを検討する必要がある。 

青少年育成活動支援事業については、子ども会育成連合会やボーイ・ガールスカウ

トへの補助金により青少年育成活動を支援できた。今後、ボーイ・ガールスカウトへ

の補助金について、市全体の補助金への対応に沿っていく必要がある。 

青少年育成事業については、広報活動の効果により、オープンスペースの利用者数

が、中高校生を中心に昨年度に比べておよそ６倍に増加した。今後はさらに小学生を

含めた幅広い層が利用できるように、市政だよりやセンター広報紙「一期一会」を活

用するとともに、啓発カードを利用しながら広報活動に努めたい。 
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３．家庭・学校・地域の連携の推進 

 

《施策の主題》地域人材の活用による学校支援や地域づくり活動の推進 

 地域の協力を得て学校支援地域本部事業の一層の充実を図ります。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○地域人材の活用 

 ★学校支援コーディネーターの委嘱（１人） 

 ☆学校支援コーディネーターの委嘱（１人） 

 ★地域コーディネーターの委嘱 各校（１人） 

 ☆地域コーディネーターの委嘱 各校（１人） 

 ★地域コーディネーター会議の開催（２回） 

 ☆地域コーディネーター会議（２回） 

  ･地域住民の学校支援活動 １，９０９回 

            （前年度：５９８回） 

 ★地域コーディネーターへの指導・助言 

 ☆学校支援推進会議において、事業説明及び指導・

助言 

○ 

学校支援地

域本部事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

【評価と課題】 

 学校支援地域本部事業については、各校の教育目標に沿って、学校･地域の実態に

応じ、地域コーディネーターが中心となって学習支援ボランティア、環境整備ボラン

ティア、交通安全指導ボランティアなどを募り、さまざまな場面において学校の教育

活動等を支援することができた。 

課題としては、どの学校においてもボランティアの積極的な参加が図れるよう支援

することが必要である。 
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《施策の主題》地域ぐるみの安全体制の構築 

 子どもたちの登下校時の安全を見守る取り組みや体制を強化します。 

 事 業 内 容 及 び 実 績 達成度 事務事業名 

１ 

○不審者情報の提供 

★「よめーる」による配信 

 ☆２０回配信 

  ・登録者数 ３，８８７人 

（前年度：３，３９４人） 

★不審者出没地図の掲載（市ホームページ） 

 ☆市ホームページへ不審者情報の内容と併せて掲載 

★教育関係機関への連絡（ＦＡＸ・緊急メール） 

 ☆不審者情報の迅速な配信 

  ・学校及び関係機関へ３８件配信 

（前年度：３９件） 

○ＰＴＡとの連携による「こども１１０番の家」活

動の推進 

 ★協力家庭数の拡充 

 ☆ＰＴＡ活動の中での協力依頼に加え、商工会へ 

の協力依頼による、協力店舗の拡充 

  ・協力家庭（店舗）数 ２,７７７戸 

        （前年度：２，６８０戸） 

 ★児童・生徒や協力家庭への対応の周知 

 ☆各校での「こども１１０番の家」協力家庭の確 

認をするとともに、旭小学校で「こども１１０ 

番の家」対応訓練を実施 

○青色回転灯装着車両による巡回 

 ★不審者出没個所への注意喚起 

 ☆不審者情報に対応した巡回を実施 

・巡回 ６６回（前年度：８０回） 

◎ 

青少年育成

支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（青少年育成センター） 

【評価と課題】 

不審者情報については、情報があった時点で内容を十分に確認し、迅速に学校及び

関係機関に配信した。併せて注意喚起を目的に、不審者出没の同時間帯に青色回転灯

装着車両による巡回を実施した。また、市民全体に周知する必要があるものについて

は、「よめーる」の配信や市ホームページへ掲載し、本年度から不審者出没地図（不

審者マップ）も市ホームページに掲載した。 

「こども１１０番の家」については、協力家庭の拡充に努めるとともに、旭小学校

において「こども１１０番の家」対応訓練を実施した。今後も対応訓練を各小学校で

継続的に実施できるよう、モデルプランを作成し、児童の危機回避能力を高める安全

指導の一環として、各小学校での実施を推進したい。 
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Ⅴ 学識経験者による意見 

 

平成２７年度分教育委員会の事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に当たっ

て、客観性、公平性を確保するため、学識経験者の意見を聞きました。この意見は、今年度

の事業及び来年度以降の事業の実施に当たり、検討・参考とすべきものであり、学識経験者

の知見の活用を図っています。 

 

 

☆田村 孝（たむら たかし） 氏 

                            敬愛大学国際学部長 

はじめに 

 平成 27 年度も、本市においては、学校教育を中心に、社会教育・家庭教育を含め

て多彩な教育活動が展開された。こうした諸活動は、平成 25 年 3 月に策定された『四

街道市教育振興基本計画（明日を切り拓く、心豊かでたくましい人づくり）』に基づ

いて行われている。少子高齢化がすすみ、一層グローバル化する社会にあって、さま

ざまな情報が飛び交い、子どもたちは ICT 機器を使いこなす一方でソーシャル・ネ

ットワーク・システムの罠に絡めとられる危険にさらされ、また経済的な格差の広が

りの中で貧困の連鎖に陥る危険があるなど、教育を取り巻く状況は年を追うごとに深

刻になっているかの感がある。 

 しかしながら、教育の原点はあくまでも人と人との信頼関係の上に成り立つもので

あって、日々の不断の努力の集積であり、しかもその効果が現れるのは何年も先のこ

とである。ここに教育活動とその評価との本質的な難しさが存在するのである。しか

し、日々の教育活動を中断することはできず、地道な努力を積み重ねて試行錯誤をし

つつ、可能なところからよりよいと思われる活動を展開する以外に道はない。そのよ

うな視点からあらためて本報告書を読むと、そうした努力の跡をたどることができる。

以下においては、報告書の基本方針１から６までを順に、その施策と課題等について

所見を述べることとしたい。 

 

基本方針１ 「豊かな感性を育み、強い心で正義を尊ぶ、たくましい子どもを育てま

す」 

1. 指導主事による校内授業研究会での指導・助言回数が前年度より減少しているの

は、効果が十分上がったからなのか、その他の理由があるのかが報告書からは

十分読み取れなかった。また、【評価と課題】には、昨年度は書かれていたアク

ティブ・ラーニングについて言及がないが、「講義形式の授業展開からの脱却」

という文言がこれを指すのだろうか。 

2. 中学生を被爆地（広島市）へ 10 名派遣したことは、高く評価できよう（６ペー

ジ）。被爆から 70 年を迎えるという節目の年でもあり、「核兵器廃絶平和都市

宣言」をしている本市にとってふさわしい企画である。前年度は、同人数を長

崎に派遣しているが、この事実は平成 26 年度を対象とした『平成 27 年度の点
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検・評価報告書』の 22 ページに記載されており、今年のそれとは記載場所が

異なっている。前年度からの継承事項であれば、「事業内容及び実績」の記載も

同じ基本方針１に記載した方がわかりやすいと思われる。 

3. 最近の若者の読書離れが叫ばれて久しい。数年前の報道によれば、大学生のおよ

そ 40％が日々の読書時間は０分という。これを回避するためにも小中学校時代

から、読書とは面白いものだ、という意識を植え付けることはきわめて重要で

ある。全校に学校司書が配置され、「四街道市子ども読書活動推進計画（第二次）」

にのっとって着実に計画が実施されているのは、まことに喜ばしい。 

4. いじめや不登校の問題は、あいかわらず教育界における最大の問題である。個々

のにはそれぞれの特殊事情が絡むので、一概にこうすればいじめ・不登校がな

くなるという特効的な施策があるわけではない。したがってあらゆる場合を想

定して事前にいじめの防止に努めなければならない。その意味では、道徳授業

事例への指導・助言、スクールカウンセラー８名やスクールソーシャルワーカ

ー１名、青少年育成指導教員５名の配置、学校教育相談室「ルームよつば」の

運営など従来の取組が継続されると同時に、本年度はあらたに「県子どもと親

のサポートセンター」との連携が実施されていることは評価できる。それらの

成果として、中学生の不登校者数が大きく減少したことは喜ばしい。 

5. 近年、児童生徒が電子ゲームやスマートフォンでの通信に時間を取られ、外で体

を動かす機会が減っている。そのためか、本市においても児童生徒共に一部の

運動能力が県平均を下回っているとの指摘があり、一層の体力向上に努めるこ

とが肝要であろう。その点、昨年とほぼ同様の企画が実現されているが、来年

度はぜひ◎になるような企画が期待される。さらに近年、中学校教員の部活指

導が過重になっていることが問題となっており、運動部指導の専門的な知識を

もった人材を学校の部活動に派遣する流れが今後加速する可能性がある。その

ような状況の中で、本年度も昨年度に引き続いて小中の両学校に専門性の高い

指導者が派遣されていることは評価しうる。ただ、小学校への派遣回数が前年

度に比して減少していることがやや気がかりである。 

6. 近年、特別支援を必要とする児童が、保護者の希望などで通常学級に在籍するこ

ともあると聞いている。通常学級担任等対象の特別支援教育研修会に参加した

教員が 51 名と前年度より 13 名も減少していることは憂慮すべきではないだろ

うか。にもかかわらずこの項目の達成度が◎というのはいささか評価が甘いの

ではないかと思われる。通常学級には境界領域の児童生徒も在籍していること

を合わせて考えると、ここはやはりもっと多くの教員の参加を促すべきだった

のではないだろうか。 

 

基本方針２ 「確かな学力を身につけた子どもを育てます」 

1. 少人数学級推進教員の配置に関して、この事業内容及び実績の欄に小学校名が具

体的に描かれるようになり、前年度の記述に比してわかりやすくなった。算数

（数学）、英語などで早い段階から授業についていけなくなる児童生徒が見られ

る中で、学級を分割して丁寧に教えることはできるだけ推進すべきである。お
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そらく講師身分の教員を配置していると思われるが、彼らが教える経験を積み、

後日正規の教員として採用されることもあると思われるので、そうした意欲あ

る若者の経験蓄積にとっても有効な措置であると思われる。 

2. 教職員の授業力の向上においては全教員による公開授業・授業研究会等が実施さ

れており、市教委主催の各種研修会が開かれていることも心強い。教育現場で

はアクティブラーニングが推奨され、さらに今後小学校においては 2020 年か

らコンピューター・プログラミングなども導入される計画があり、時代の要請

に応えるべく教師の研修は一層重要になるであろう。引き続き◎が続くように、

教員間の活発な知的刺激の機会を保証していただきたい。 

3. 22 ページのキャリア教育の内容及び実績は、６ページの表記と一部が重なってい

るが、前者は◎、後者は○という達成度で評価が異なっている。このあたりの

評価のばらつきは何に起因するのか、両ページの【評価と課題】を読み比べて

もはっきりとは伝わっていないように思われる。記述をどちらかに統一してわ

かりやすくすることが必要なのではないだろうか。 

4. 外国語教育の推進（23 ページ）、情報教育の推進（24 ページ）はいずれも前年度

の記述よりわかりやすくなり、その活動内容が具体的によく伝えられている。

この両分野は、グローバル化が一層進んでいく社会において、きわめて重要な

施策であるので、今後ますますの発展が期待される。 

 

基本方針３ 「教師と子どもが深い信頼関係で結ばれた学校づくりを進めます」 

1. 教育相談体制支援事業として、本年度から「外国籍等の児童生徒への語学指導」

があらたに実施されている。千葉県の小学校をまわると、こんな遠隔地域にも

（！）と思うような地域で日本語を母語としない外国籍の児童生徒を見かける

ようになった。こうした児童生徒たちの出身国のアイデンティティを保持する

ためにも、また日常生活を円滑に進めるためにも（保護者が日本語に不自由し

ている場合が多い）、彼らの母語による支援は今後欠かせないであろう。経費の

問題や適任者を探す問題など、戸惑うことも多いと思われるが、こうしたこと

もグローバル化する社会においては不可避である。今後一層の充実策を取るこ

とが肝要であろう。まずは第一歩の試みとして評価できる。 

2. 安全・安心な学校づくりは、熊本大震災などを経た今日、もっとも重要である。

その意味では、第一項目に防災教育が取り上げられているのは、昨年度には見

られない進展であろう。防災マップを配布するだけではなく、マップに基づい

て実際に避難するような訓練が今後とも必要である。また、登下校の指導や地

域の見守りなどによる安全確保も重要である。細かいことであるが、26 年度は

新入生全員に防犯ブザーとランドセルカバーが配布されているが、27 年度は防

犯ブザーだけが配られたように読み取れる（30 ページ）。しかし登校途中の八

木原小学校の１年生を見るとランドセルに「こうつうあんぜん 四街道市」と

書かれた黄色いカバーが掛かっているが、これはどこから配布されたものであ

ろうか。 
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基本方針４ 「自己実現を目指す市民の学習・スポーツ活動を支援します」 

1. 図書館利用の推進事業に関しては、開館日数、新刊等の資料購入冊数、学習室の

利用者数はすべて前年度を上回っており、活発な活動が展開されていることが

分かるが貸出冊数については 27 年度の分が記載されていない（36 ページ。ち

なみに 26 年度は 364,693 冊）。図書館利用状況を知ることのできる基本数字だ

と思われるので、記載が毎年継続されることが望ましい。小・中学生の読書感

想文・感想画コンクールの参加者が 26 年度に比して増えていることは、活字

文化の衰退時期と言われている今日おおいに評価されるべきであろう。 

2. 高等教育機関との連携と地域人材の育成・活用の推進では、2.人材の育成・活用

欄の評価が 26 年度の△から○に昇格したことは喜ぶべきであろう。「まちづく

り出前講座」、「アシスト事業１日体験講座」の受講者数はともに大幅に増えて

おり、関係者の努力の程が偲ばれる。今後高齢者が増えることを考えると、こ

うした生涯学習推進事業はますます充実させる必要があると思う。 

 

基本方針５ 「豊かな自然や先人の創り上げた伝統文化を受け継ぎ、新しい文化を創

造する市民活動を支援します。 

1. 「伝統文化の継承の推進」においては、第２欄と第３欄とがともに○である（47

～48 ページ）。子どもカイコ教室の参加者、歷史民俗資料室の見学者などがや

や減少しているが、26 年度の実績と比べてもそん色がないと思われるので、26

年度なみに◎でもよかったのではないかと思われる。 

 

基本方針６ 「家庭・学校・地域のもつ教育力を高め合い、三者が連携する体制づく

りを進めます」 

1. 「チーム学校」という形で、地域・家庭との連携の中で子どもたちの育成がはか

られなければならない。本市の「家庭教育に関する講座の開催」への参加人数

は多少の増減はあるものの、26 年度とほぼ同じで、着実な取組状況といえよう。

核家族化が一層進行する中で、子育て世代を孤立させてはならず、講座内容な

どに一層の充実が期待される。 

2. 青少年健全育成事業も例年通り多彩な活動が繰り広げられており、また 27 年度

は新規に記念講演も開催されて一層の進展を見た。通学合宿もあらたに旭公民

館が加わり、規模が拡大している。その代りというわけでもないであろうが、

26 年度旭公民館で実施された夏休期間の子どもの居場所づくりとして行われ

た寺子屋（こどもの自主活動支援やイベント体験）がなくなっているが、共働

き世帯も増えている折から、長期休暇中における児童の居場所づくりは近年ま

すます重要である。寺子屋活動などは、他の公民館などにもむしろ広げていく

べき催しではないかと思われる。 

3. 地域住民の学校支援活動（59 ページ）が前年度 598 回から 1,909 回と大幅に増

加しているのはなにか特別な原因があるのだろうか。【評価と課題】にその原因

と支援活動の中身について言及があるとよかったと思う。積極的に評価できる

支援活動であれば達成度に◎もあり得たのではないだろうか。26 年度の評価が
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◎だったので、27 年度評価で○に下がってしまったことは、一層惜しまれる。 

 

むすび 

 平成 27 年度における本市の教育に関する諸活動は、『四街道市教育振興基本計画』

にのっとり、前年度の活動を継続かつ発展させつつ展開されたと言ってよい。イギリ

スの EU 離脱の国民投票を受けてヨーロッパの情勢がどのように日本の政治・経済に

影響を及ぼすのかまだ五里霧中であるし、相次ぐアメリカでの銃乱射事件、ヨーロッ

パ・トルコ・東南アジアにおけるイスラム過激派によるテロ事件など、世界的には安

定とはほど遠く、また、国内においても国の借金が 1000 兆円を超えるなど、アベノ

ミクスの先行きも決して楽観は許されない。このように国の内外にわたって不安条件

に満ち満ちていると言ってよいが、このような何とはない不安は、児童生徒の精神状

況にもけっしてよい影響は及ぼさないであろう。学校はもちろん、地域、家庭とも協

力した教育活動の一層の活性化が望まれるゆえんである。来年度も、本市においては、

さらなる充実と発展とを期待したい。 

 

 

☆江﨑 俊夫（えざき としお）氏 

                    元県立千葉中学校・千葉高等学校 校長 

＜はじめに＞ 

 本市が平成 25 年 3 月に「明日を切り拓く、心豊かでたくましい人づくり」を基

本理念とする教育振興基本計画を策定し、その実現に取り組んで平成 27 年度で三

年目となる。その基本計画に沿って実施された各施策と事業の各項目について、内

部評価として示された【評価と課題】を踏まえ、意見を述べる。 

 

【基本方針１】 

豊かな感性を育み、強い心で正義を尊ぶ、たくましい子どもを育てます 

１ 豊かな感性を育む教育の推進 

（教職員研修事業） 

校内授業研究会で指導主事が講師として出向き、指導した回数を年度ごとに振り返

ってみると、平成 25 年度 94 回、同 26 年度 86 回、同 27 年度 74 回である。今後と

も学校のニーズに沿って、内容のより一層の充実を図り進めていただきたい。また、

学校訪問による指導が平均 7.9 回で、目標を上回って実施されたことは、評価に値す

る。 

学校現場では、当面する教育課題はじめ生徒児童の主体的な活動を支援する指導法

などについて、専門的な立場からの助言が必要な場面が多くある。今後もできる限り

その期待に応えてほしいと思う。 

（キャリア教育推進事業） 

キャリア教育に重点をおく学校が全国的に増えてきているが、単に職場見学・体験

を実施すればよいというものではない。社会的・職業的自立のために必要な能力の育

成を図ることを目的としている。したがって、体験を通して学んだことを着実に身に
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つけるための事前事後指導が極めて重要である。今後も各学校の職場見学・職場体験

の円滑な実施に向けて十分な調整を図り、充実させていただきたい。 

（読書活動活性化支援事業） 

学校図書標準冊数率 100%の達成校が、前年度と比較して小学校が 1 校増えた。達

成率は全国平均を大きく上回ってはいるが、図書標準を満たしていない未整備の学校

については、100%を目指し蔵書増を図っていただきたい。また、学校図書館での年

間貸し出し冊数が小学校 6 年、中学校 3 年共にここ数年増加しており、読書活動の

成果が出ている。 

今後は、市立図書館とのより密な連携のほか、例えば、子ども同士やボランティア

による読み聞かせなど、読書の楽しさを感じさせる取組を積極的に行うことにより、

貸し出し冊数の増加を図っていただきたい。 

 

２ 強い心と正義感の育成 

（教職員研修事業） 

「命の教育」は「命を大切にする心を育てる教育」と言い換えて良いであろう。観

念的ではなく、命の大切さを実感できる、実体験を重視したい。日常のさまざまな場

面で、「思いやる心」や「強い心」の醸成につながる、子どもへの働きかけに努めて

いいただきたい。 

（教育相談体制支援事業） 

不登校の原因は、学業不振、友人関係、家庭環境、いじめ、虐待、貧困、発達障害

など、児童生徒によって全て異なる。学校だけでは対応ができない場合が少なくない。

千葉県における不登校児童生徒数（平成 26 年度）は、小学校 1,158 人、中学校 3,963

人である。前年度より実数も比率も増えている。本市では、実数は小学校で微増、中

学校で大幅減である。比率では、小学校が昨年度に続いて増えており、何らかの対策

が必要ではないかと思う。スクールカウンセラーの配置、学校と「ルームよつば」等

の関係機関との連携など、組織的な取組が求められる。また、教育相談は、子どもの

家庭環境等を十分把握した上で対応する必要がある。ご苦労されている担当の方々に

感謝する。 

電話相談、来所相談などの相談事業は、問題を抱えた児童生徒、保護者にとっては、

心のよりどころである。より円滑な運営ができるよう行政の支援を求めたい。 

千葉県の義務教育でのいじめの件数（平成 26 年度）は、小学校 19,410 件、中学

校 6,180 件で、中学校はほぼ前年と同水準であるが、小学校では、前年度と比較して

大幅に増加している。本市においても同様な傾向があり、その対策が急がれる。いじ

めは、年々巧妙化・陰湿化していると言われ、特にＳＮＳを使ったネット上のいじめ

は、表面化しにくく、学校や家庭が気づかないことが多い。子どもたちの生活の様子

をこまめに観察し、サインを見逃さないでほしい。また、解消したとされるケースで

も、家庭との緊密な協力のもと、継続的な観察を望む。 

啓発事業である「いじめ撲滅キャンペーン」の実施とともに、この３月に策定され

た「四街道市いじめ防止基本方針」にしたがって、いじめが認知された場合は、組織

的で迅速な対応をお願いしたい。 
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（青少年育成支援事業） 

スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーの役割は日に日に重要になってきてい

る。ソーシャルワーカーは関係機関との連絡・調整の役割を担っており、カウンセラ

ーが困難な対応が可能である。貧困はじめさまざまな問題を抱える家庭を総合的に支

援することができる立場にある。本市ではソーシャルワーカーが 1 名配置されている

が、件数が昨年の約 2 倍の 85 件にのぼり、1 名だけでは不足していると思われる。

ぜひともソーシャルワーカーの増員をお願いしたい。 

 

３ たくましい子どもの育成 

（学校体育振興事業） 

ラジオ体操実施校は前年度の 15 校から 14 校に減少した。また、運動能力証の交

付率については、中学校では増加したが、小学校では前々年度から減少傾向である。

新体力テストの結果は、県平均の数字が示されていないため、全県との比較ができな

いが、運動能力証の交付率が伸びていないように見える。平成 29 年度の目標値達成

はやや厳しい状況である。 

部活動等への指導者派遣については、一定の成果を上げていると考えられる。派遣

種目の拡充及び新たな人材発掘が課題である。 

今後とも指導力向上のための研修を継続的に実施するとともに、指導者派遣のため

の予算の確保、広報の充実をお願いしたい。 

（教職員研修事業） 

 「食に関する指導の指針」の配布、研修会、栄養士会での指導・助言、「弁当の日」

の実施など、積極的な取組は評価できる。 

「弁当の日」は、子ども自身が自分の弁当をつくるというものである。感謝の気持

ちや自己肯定感の育成など、さまざまな効果があると言われている。今後とも実施校

での検証・評価を行い、全校実施が妥当かどうか検討してほしい。 

（学校給食管理運営事業） 

 給食の重要性はますます増している。今後とも学校給食運営委員会の意見等を踏ま

えながら、安心・安全でおいしい給食を提供していただきたい。 

（学校保健安全事業） 

 「危険ドラッグ」使用者の低年齢化が懸念されている状況であることから、薬物乱

用防止教室の一層の内容充実を図っていただきたい。 

 

４ 教育機関の連携推進 

（教職員研修事業） 

 幼保小連携教育研修会は、職員間のネットワークづくりにも効果があると考えられ

る。また、特別支援教育研修会は、発達障害の児童生徒の増加に対応して実施されて

いる。今後とも内容の充実を図ってほしい。 

（特別支援教育推進事業） 

発達障害や情緒障害と言われる障害のある子どもが増えている。特別支援学級に在

籍せず、通常学級に籍を置いている場合が少なくない。例えば発達障害（LD、ADHD、
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高機能自閉症等）については、平成 24 年に実施された文科省調査では、「全国の小

中学校の通常学級に発達障害のある児童生徒が約 6.5%在籍している可能性があり、

その数は増加傾向にある。」とされた。しかし、こうした状況にもかかわらず、専門

的な知識・技能を持っている教員が不足している。実際、文科省の全国統計によると、

平成 26 年度の特別支援学校の免許の保有率は 72.7%で、小中学校の支援学級では

30.5%である。文科省でも「インクルーシブ教育システム構築のため、全ての教員は、

特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していることが求められる。これについ

ては、教員養成段階で身に付けることが適当であるが、現職教員については、研修の

受講等により基礎的な知識・技能の向上を図る必要がある。」（文科省ホームページ

より）と指摘している。今後は、研修はもちろんのこと、特別支援学校の教員免許の

取得を目指し、認定講習会の受講を奨励するなど、発達障害に関する専門知識等を持

った教員の育成を積極的に進める必要がある。 

（就学指導事業） 

 これまでの「就学指導委員会」では、その名称からもどちらかと言えば学校・教育

委員会の「指導」の色合いが強かったが、「教育支援委員会」は本人・保護者の意見

を最大限尊重することを基本としている。一人一人の状況を十分把握し、ニーズに対

応した適切な就学を支援することは極めて重要である。今後とも保護者・本人の意向

を尊重しながら、合意形成を丁寧に進めて行ってほしい。 

 

 

【基本方針２】 

確かな学力を身につけた子どもを育てます 

１ 魅力ある授業の推進 

（少人数学級推進事業） 

 対象となる学年に全て配置できたことは、大いに評価できる。今後の効果に期待し

たい。 

（教職員研修事業） 

 最近の研修の全国的傾向は、アクティブ・ラーニングに関するものの増加である。

アクティブ・ラーニングについては、昨年度の点検・評価において、児童生徒の基礎・

基本の定着を図る必要があると書いたが、それとともに、教員の「授業力」の向上を

図る必要がある。主体的な学習が進めば進むほど、子どもたちの反応もさまざまであ

る。これに教員が丁寧に対応しなければならない。教材研究は講義形式のそれよりも

ずっと深く行われなければ、授業が成り立たない。校内研修だけではなく、外部の研

修会・研究会や他校の授業参観などへの参加を奨励していただきたい。また、できる

だけ多くの教員が参加できるようにするため、日程調整を十分に行っていただきたい。 

 

 

 

 

 



 

69 

 

２ 多様な学びの推進 

（小中一貫教育推進事業） 

 平成 28 年 4 月に制度化された義務教育学校を開設するには、学校の統合が伴うこ

ともあることからハードルが高いが、校長がそれぞれいる小学校と中学校による小中

一貫教育は、比較的実施しやすい。 

今後も我孫子市はじめ先進事例の調査研究を進めるとともに、本市のモデル校での

実施状況を検証し、利点や問題点を整理し、実施につなげていただきたい。また、小

中一貫教育を円滑に進めるためには、小中学校間の連絡・調整役を担うコーディネー

ターの養成が必須である。これについても継続して研修、研究を進めてほしい。 

（キャリア教育推進事業） 

 基本方針１でも述べたが、キャリア教育の重要性は高まっている。受入先の確保が

容易ではないことはわかるが、小学校の職場体験は全校で実施できるようにするとと

もに、発達段階に応じた活動を展開していただきたい。 

（外国語指導助手派遣事業）（外国語教育推進事業） 

 小学校 5、6 年生については「外国語活動」（英語）が必修化され、中学校では英

語の授業は英語で実施することが求められている。さらに小学校では 2020 年までに

3、4 年生も必修化するという動きがある。グローバル化は、全ての教科に関係があ

るが、まずは英語力の養成を最優先で取り組まなければならない。 

 また、中学３年の英検３級程度の取得率が毎年伸びている。前年度からさらに伸び

て 40.2%に向上したことは、大いに評価ができる。学校・教職員の努力が生徒の学習

意欲の高揚につながったと考える。 

今後も研修等による教員の力量の向上を図るとともに、ALT の配置、コーディネ

ーターの派遣の拡充、英検の検定料の助成など、予算を確保し、ぜひ継続実施してほ

しい。 

（コンピュータ機器管理整備事業）（教育ネットワーク基盤整備事業） 

 ICT の教育への活用は今や当たり前となっている。子どもたちがコンピュータやタ

ブレットを使って積極的に学習に取り組む姿が見られる。しかし、ICT の扱いに慣れ

る一方で、スマートフォンを使ったゲームに熱中するあまり、寝不足や学習に支障が

出る状況が見られる。また、SNS によるいじめも問題になっていることから、ICT

メディアリテラシーの育成とともに、情報モラル教育のより一層の充実を図っていた

だきたい。 

 教育ネットワークというと佐賀県での事件が記憶に新しい。校内無線 LAN のセキ

ュリティが破られ個人情報が盗み取られるという事件である。ネットワーク整備にあ

たっては、セキュリティの確保などの対策を徹底することを望む。 

 

３ 学校教育充実の支援 

（指導事務事業） 

 学習習慣の確立は、将来社会人として自立するためには必要不可欠である。 

どちらかと言えば子どもたちが学習に集中しにくい環境にある中、保護者へ啓発活動

を根気強く継続していただきたい。 
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（特別支援教育推進事業） 

 支援員の配置、相談員の派遣の件数は、前年度並みであった。今後ともニーズに沿

って配置・派遣ができるよう、体制の整備に努めてほしい。 

（児童（生徒）派遣等助成事業） 

児童生徒が生き生きと学校生活を送るため、また保護者の経済的な負担を軽減する

ための事業であることから、より一層の充実を期待する。 

 

 

【基本方針３】 

教師と子どもが深い信頼関係で結ばれた学校づくりを進めます 

１ 信頼される教職員の育成 

（表彰事業） 

 教科指導、部活動指導等において優れた成果を上げている教職員を顕彰することは、

教職員全体のモチベーションを高めるだけでなく、授業力や指導力のレベルアップに

もつながる。今後も本事業を継続させていただきたい。 

（学校支援職員派遣事業）（教育相談体制支援事業）【教職員に関して】 

メンタル面で問題を抱える教員の数が減らない。この 10 年で倍増している。平成

26 年度全国調査によると公立学校の教職員の精神疾患による病気休職者数は、平成

19 年度以降、5 千人前後で推移している。業務量が多く、日常的に学校を出るのが

夜の 8 時 9 時という現場が多くある。今後ともさらなる勤務時間の縮減等に取り組

むとともに、モラールアップ委員会等で、メンタルヘルス対策を検討していただきた

い。また、生徒指導できめ細かい対応が必要な学校については、学校支援職員を派遣

し、少しでも負担を緩和していただきたい。 

（教育相談体制支援事業）【外国籍の児童生徒に関して】 

 日本語指導が必要な外国人児童生徒が増加している。我が国は、児童生徒の受け入

れに関係する国際規約の批准国であることから、本人・保護者から希望があれば受け

入れるとしている。しかし、その受け入れ体制は十分とは言えない。彼らが充実した

異国での学校生活を送るために、これまでと同様にボランティアの方々の理解・協力

を得るとともに、語学指導員の増員のための予算確保をお願いしたい。 

 

２ 地域とともにある学校づくりの推進 

（学校支援地域本部事業） 

 学校支援コーディネーターの学校への派遣などにより、地域に根ざした学校づくり

が進められたこと、ガイドブック「地域の学校応援団」が活用できたことなど、着々

と成果が上がっている。今後とも学校・地域の実情に応じた、よりきめ細かい事業の

展開を図っていただきたい。 

（学校評議員事務事業） 

「学校の常識は世間の非常識」という厳しい指摘がある。各学校には保護者・地域

の代表である評議員の意見を学校運営にできるだけ反映させ、地域のための特色ある
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学校づくりを目指してほしい。なお、メンバーの固定化を避け、新たな協力を得られ

るよう、人材発掘にも努めてもらいたい。 

 

３ 安全・安心な学校づくりの推進 

（学校安全事務事業） 

 東日本大震災から五年余りが経った。いつどこでまた大きな地震が発生するかわか

らない状態であると聞く。実践的な定期的訓練、ワンポイント訓練を充実させている

ことは評価できる。また、子どもの誘拐・監禁などの悪質な犯罪が後を絶たない。不

審者対応、通学路の安全点検などの地道な活動を続けてほしい。なお、「危機管理マ

ニュアル」は必要不可欠のものであるが、絶対的なものではない。「備えあれば憂い

無し」という教えは、東日本大震災の時に想定外のことが多く発生したため、「備え

あっても憂いあり」に変えた方が良いと指摘された。状況に応じた柔軟な対応ができ

るよう備えておきたい。 

（学校支援事業） 

 小学校１年生への防犯ブザーの配布は多くの市町村で実施している。しかし、ブザ

ーを持たせれば安心というわけではない。ブザーは抑止力になるが、危機に直面した

とき、ブザーを使う余裕はないという専門家の指摘がある。大声を出しながら全力で

走って逃げた方がむしろ安全という指摘である。いずれにしても、登下校時や学校外

での安全を確保するため、ソフト面の指導が重要である。自分で自分の身を守る教育

を徹底させてほしい。 

（中学校武道場改築事業）（小学校、中学校施設設備維持管理事業） 

 武道場改築工事が完成し、学校施設の耐震化率が 100%となったことは、大いに評

価できる。校舎については、その多くが経年劣化していることから、大規模改造が必

要であるが、財政の厳しい状況を考えると、部分的な補修で応急措置していることは

やむを得ない。また、空調設備についても予算上厳しい中で、リース方式で導入でき

たことは評価したい。 

 

 

【基本方針４】 

自己実現を目指す市民の学習・スポーツ活動を支援します 

生涯学習事業は、市民が生き生きとした充実した生活を送るため、また、地域での

人材育成のためなどに必要なものである。したがって、市民や地域の学習ニーズに適

切に対応したものでなければならない。 

１ 生涯学習環境の整備 

（社会教育支援事業） 

 学校の教室開放は、地域の市民の生涯学習を支援する重要な事業である。今後は、

条件整備ができ次第、開放する小中学校の増を図り、より一層の市民活動の支援の充

実を目指してほしい。また、団体への補助金については、審査を厳密に行い、公平公

正な交付に努めてほしい。 
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（公民館管理運営事業）（公民館主催事業） 

 公民館は地域の生涯学習の拠点である。運営の支障のないように施設設備の補修を

実施してほしい。また、各公民館の工夫により、地域のニーズに合った特徴ある講座

等を展開できている。公民館への指定管理者制度の導入は、徐々に成果を上げてきて

いると評価できる。今後もアンケートを実施するなどにより地域ニーズを把握し、講

座内容の充実を図っていただきたい。 

（図書館管理運営事業） 

 指定管理者制度の導入については、図書館協議会等の意見やアンケートの結果等を

踏まえ、市民側に立って継続して検討してほしい。 

（資料管理整備事業） 

 昨年と比較して、開館日数が増えている。貸出冊数も増えており、この三年間は

36 万 5 千冊前後で推移している。閲覧数の倍増は、窓口等の一部業務委託が効果的

であったと言える。図書館は、市民の学習拠点である。今後とも環境整備、利便性の

向上に努めていただきたい。 

（読書学習推進事業） 

 おはなし会、絵本の会などの事業が大変好評であると聞いている。昨年より回数、

参加者数が伸びている。小、中学校読書感想文・感想画コンクールの参加者も増加し

ており、読書活動がますます盛んになってきている。図書館員、関係者の方々の努力

に感謝するとともに、今後も図書館の利用促進にアイデアを出し合い、事業の充実が

図られることを期待している。 

 

２ 生涯スポーツの推進 

 スポーツは、健康増進、体力維持のほか、地域内の交流を深めたり、日常生活を豊

かで充実したものにしたりするなどの効果がある。それぞれの年齢や体力に応じた、

誰でも参加できる生涯スポーツの普及を目指していただきたい。 

（小中学校体育施設開放事業） 

 小中学校は手軽にスポーツを楽しめる施設として重要である。管理上の課題等も少

なくないと聞くが、関係機関・関係者と調整し、できる限り多くの日数の開放を目指

してほしい。 

（体育施設管理運営事業） 

 市民の健康増進への関心は極めて高い。体育施設の補修・修繕は、安全で快適な環

境を維持するために必要である。予算が厳しい中、中長期的な観点から計画的な整備

を行ってほしい。 

（スポーツ普及促進事業） 

 スポーツリーダーバンク、スポーツ教室等の事業はどれ一つをとっても有意義なも

のである。ニーズに合わせたプログラムの提供、指導者確保については、容易ではな

いことから、十分な時間をかけて進めていただきたい。 

（総合型地域スポーツクラブ育成支援事業） 

 本事業の趣旨は、スポーツを核とした豊かな地域コミュニティをつくることにある。

また、指導者の育成にも寄与すると考えられる。さまざまな種類のスポーツがある中
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で、地域のニーズをつかむことは容易ではないと考えられる。自主的な運営がある程

度軌道に乗るまで、支援を行ってほしい。 

（ガス灯ロードレース大会事業）（印旛郡市民大会事業） 

 ガス灯ロードレース大会は、開催第１８回を数えた。障害者向けの参加枠もあり、

市民はじめ県内外から４千名の参加があり、大きな大会に成長した。準備・運営には

相当な時間と労力が必要である。事務局はじめボランティアの方々に感謝したい。規

模の大小はあるが、全国的に同様な大会が数多く開催されている。参加者数を競うの

ではなく、特色化を図るとともに円滑な運営を目指し、本大会が定評のある大会にな

るよう願っている。 

また、印旛郡市民大会は、６６回を数える伝統のある、対外試合のできる大会であ

る。両大会とも、市民の競技力の向上及びスポーツ振興に大いに寄与しており、今後

も継続されることを望む。 

 

３ 高等教育機関等との連携と地域人材の育成・活用の推進 

（市民大学講座事業）（公民館主催事業） 

 大学との連携講座は、より専門的な内容を提供することにより、市民の学習意欲を

高める効果がある。これまで公民館が実施していた東京情報大学との共催講座に加え

て、愛国学園大学の協力を得て講座が開かれたのは大変良い。 

実は、大学にとってもメリットがある。地域との連携を行うことにより、広報がで

きる。さらに入学者増を期待できるというのである。 

（市民大学講座事業）（生涯学習推進事業） 

まちづくり出前講座の受講者が前年度の約 1.3 倍、また、生きがいづくりアシスト

事業１日体験講座が約 1.8 倍となったことは大いに評価できる。前年度の課題を踏ま

え、講師選定、メニュー、実施会場の工夫など、事務局の努力があった結果であると

考える。 

 「まなびぃガイドブック」をホームページ上だけではなく、製本し配付したことは、

高齢者にとっては有り難いことである。予算がかかることでもあるので継続可能か不

明であるが、要望に応じて増刷をお願いしたい。 

 

 

【基本方針５】 

豊かな自然や先人の創り上げた伝統文化を受け継ぎ、新しい文化を創造する市民活動

を支援します 

１ 豊かな自然を大切に思う心の醸成 

（地域学習支援事業）（学校給食管理運営事業）（共同調理場運営事業） 

 市独自教材「わたしたちの四街道」を活用した学習、バス見学は、郷土学習への動

機付けになる。また、地場産物を使った「四街道カレー」の給食、さらには子どもた

ちが考えた献立の実施など、四街道ならではの給食は、食への関心を高めるだけでな

く、郷土への愛着を醸成するもので大変有意義である。子どもたちが受けた刺激は必

ず保護者に伝わり、四街道というまちへの理解が深まるとともに、食育への関心が高
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まるに違いない。なお、地場産物を使った給食については、栄養士や調理員の方々は

じめ、地元農家やＪＡなどの協力を得ながら、工夫を続けていただきたい。 

 

２ 伝統文化の継承の推進 

（地域学習支援事業）（文化財保護管理事業）（歴史民俗資料施設整備事業）等 

 本市には、約三万年前の遺跡が数多く存在する。全国に例を見ないほど狭い範囲に

集中していることから「四街道は遺跡の宝庫」と言われるほどである。出土した文化

財だけでなく、「はだか祭り」などの伝統行事も多くある。これらを守り後世に伝え

ることは我々の役割である。 

遺跡の発掘・調査、資料の調査・収集整理、市史編纂などの事業は地味な作業では

あるが、貴重な史料の散逸を防ぐとともに、四街道の文化的遺産を後世に伝える重要

な役割を負っている。今後とも有形・無形の文化財の保護にできる限りの支援を行い、

歴史民俗資料室等のより一層の活用を図り、子どもたちに郷土愛が醸成されるように

していただきたい。 

 

３ 新しい文化の創造 

（市民文化祭事業）（市民芸術講演事業）（芸術文化活動支援事業） 

文化活動は、感動や共感を呼び、市民一人一人の生活をより豊かにするものである。

市民文化祭はじめ、郷土作家展、市民ギャラリー、市民ミュージカルなど、さまざま

な活動が行われ、好評を博している。市民の芸術への関心が高まってきている証拠で

ある。また、「子どもミュージカル」なども開催され、市民が芸術に触れる貴重な機

会が提供されている。これらは会場が室内で行われるが、例えば、通りがかりに手軽

に楽しめる街頭でのパフォーマンスなど、これまでにない企画があると、まちに活気

が出るような気がする。今後とも、子どもから高齢者までのさまざまな年齢層の市民

が参加・活動できる企画を考えていただきたい。 

 

 

【基本方針６】 

家庭・学校・地域のもつ教育力を高め合い、三者が連携する体制づくりを進めます 

１ 家庭の教育力の向上 

（子育て学習事業）（児童(生徒）就学助成事業) 

 核家族化が進むとともに、人間関係の希薄化などから、一人で子育てに悩む親は増

えていると思う。また、経済格差は広がっており、子どもの６人に１人が貧困である。

（厚生労働省：平成 24 年調査実施、平成 26 年結果公表） 

こうした状況の中で、子育て学習講座や地域・家庭教育学級の開催、一部保護者へ

の経済的支援などが実施されたことは評価に値する。今後も本事業はますます重要に

なっていくと考える。事業の充実が図られることを期待する。 

なお、低所得者が多いと言われる、いわゆるシングルマザーへの支援を充実させる

にはどうしたら良いか考えてほしい。 
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２ 地域の教育力の向上 

（青少年健全育成事業） 

 毎年青少年健全育成大会で小中高校生の意見発表を聴くが、発表者から学ぶことは

多い。大人が見習わなければいけないと感じる内容ばかりである。将来彼らが本市に

とどまって、あるいはＵターンしてほしいと感じた大人は私だけではないと思う。今

後とも協議会、健全育成大会の充実を図り、より良い子育て環境づくりへの支援に努

めていただきたい。 

（放課後子ども教室推進事業）（青少年体験活動事業） 

共に子育ての親にとっては必要不可欠な事業となっている。体験は重要である。体

験活動を積極的に行ってきた子どもたちは、自己肯定感が高い傾向があるという研究

結果がある。通学合宿については、子どもたちの社会性、自主性、協調性を伸ばし、

［生きる力］を育むことが期待できる事業である。今年度から旭公民館が加わり充実

させたことは評価したい。今後は、全ての学校を対象に実施ができるよう調整に努め

ていただきたい。 

（青少年育成支援事業） 

街頭補導「愛の一声」活動、環境浄化活動は、青少年の健全育成のための重要な活

動である。補導委員やセンター所員の方々のご苦労に感謝する。 

（地域青少年活動活性化事業） 

 「おもしろ科学実験」「ユニカール大会」「つなひき大会」などのユニークな活動

が実施されている。参加者は多くないが、コミュニティづくりにも寄与するのではな

いかと考えられる。今後とも継続して実施してほしい。 

（青少年育成活動支援事業） 

子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウトのいずれも会員数が減少の一途をたど

っている。社会性や協調性を育む集団活動の機会が少なくなっている現在、こうした

団体への補助金・負担金の交付を継続してお願いしたい。特に財政当局に対して、次

代を担う子どもたちへの投資の重要性を訴えるとともに、活動に支障のないよう予算

確保をお願いしたい。 

（青少年育成支援事業） 

 オープンスペースの利用者数が前年の６倍となり、格段に増えたことは大変良かっ

た。広報活動の成果である。今後とも広報の方法を工夫しながら、その運営に努めて

ほしい。 

 

３ 家庭・学校・地域の連携の推進 

（学校支援地域本部事業） 

 家庭・学校・地域の連携の重要性は今さら言うまでもない。本事業は、地域が一体

となって子どもを育てる体制をつくり出す原動力となる。また、過剰な学校への期待

を薄める役割も担っている。中でもコーディネーターの役割は大きい。地域の方々の

学校支援活動が前年の３倍強となったのも、コーディネーターの活動があったからこ

そである。関係者の尽力に感謝したい。 
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（青少年育成支援事業） 

 「よめーる」やホームページによる不審者情報の提供や「子ども 110 番の家」な

どの取組は、地域の協力があってこその活動である。「よめーる」の登録者数、「子

ども 110番の家」の協力家庭数共に増加している。こうした情報を共有し、防犯に生

かせるよう、広報に努めてほしい。 

 

 

＜まとめ＞ 

 昨年度の教育委員会の活動は、総じて良好であったと評価できる。前年度の課題や

懸案事項について真摯に受け止め、改善に努めた結果であると考える。次年度以降に

ついても、子どもたち・保護者、地域の期待に応えられるよう、事業内容の見直し、

改善を進めてほしい。 

 この報告書とは直接関連しないが、「プログラミング教育」について一言述べる。

文科省が 2020 年度からの小学校必修化を検討するという。小学校の英語に続き、プ

ログラミング教育が学習指導要領に載ることになる。プログラム作成技術や IT 技術

そのものを学ぶのではなく、論理的な思考力の育成に主眼を置いたものになるという。

アルゴリズム（※）を考えたり、フローチャート（流れ図）を作成したりすることに

なるのであろう。 

英語教科化もそうであるが、教員への負担がまた増すことになる。本市が行ったア

ンケートの中で、「直近１年間でストレスが増えているか」という問いに、「増えた」

と答えた市内教職員は 30.1％である。何が原因かは不明だが、多忙であることが、

その一つであることは容易に想像できる。このままでは２９年度の目標値「２０％以

下」を達成できないのではないかと思われる。学校現場の多忙化に拍車がかからない

ような手立てをお願いしたい。 

 終わりに、本市の子どもたちが伸び伸びと健やかに育ち、また、教職員が明るく生

きがいを持って教育に力を尽くせるよう、教育委員会の努力と市民の皆様の御協力を

お願いして、まとめとする。 

 

（※）アルゴリズムとは、ある特定の問題を解いたり、課題を解決したりするため計 

算手順や処理手順のこと（出典：小学館「デジタル大辞泉」） 
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Ⅵ おわりに 

 

教育振興基本計画は、「明日を切り拓く、心豊かでたくましい人づくり」を基本理

念に掲げ、平成２５年度からスタートしました。 

平成２７年度より、教育施策の様式を、施策の主題ごとに目標を具体的に設定する

ように改定しましたので、この点検評価報告書も教育施策の様式に併せて、設定した

目標に対する達成度をわかりやすく表記できるように改めました。 

教育振興基本計画に基づき毎年作成する教育施策により、実施した平成２７年度の

事務事業全８０事業（繰越・再掲を含む）に対して自己評価を行った結果、事務事業

の達成度は◎（十分満足できる結果であった）４８事業（６０％）、○（満足できる

結果であった）３２事業（４０％）となり、達成度から見ると良好な成果を得ること

ができたと評価しています。 

また、自己評価に加えて、客観性や公平性を確保する外部評価の観点から、今年度

も２名の学識経験者から専門的な見識によるご意見やご提言をいただきました。 

さらに、教育振興基本計画に係る中間アンケートを平成２８年２月に実施し、計画

で示した目標が今現在どの程度達成されているかを確認し、その達成状況を数値で表

しました。 

自己評価及び学識経験者からのご意見やご提言から明らかになったさまざまな課

題に対して、今後も改善に向けて真摯に取り組むとともに、中間アンケート結果など

教育に関するニーズを踏まえ、事務事業のさらなる充実を図るなど、教育振興基本計

画に基づいた教育施策を多角的な観点から検討して策定し、四街道市の目指す教育の

実現に向けて教育行政を推進してまいります。 
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資料 

四街道市教育振興基本計画の基本方針別目標の達成状況 

 

基本方針 １ 

目標項目 
現状 

（計画策定時） 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

目標 

29 年度 

「人の気持ちがわ

かる人間になりた

いと思う」という問

いに対し、『そう思

う』『どちらかとい

えばそう思う』 

【全国学力・学習状況調査】 

小学校 

６年生 

92.7％ 

（21 年度） 
90.1% 92.1％ 93.2％ 100％ 

中学校 

３年生 

92.9％ 

（21 年度） 
93.1% 94.1％ 95.5％ 100％ 

「人が困っている

ときは、進んで助け

ますか」という問い

に対し、『そう思う』

『どちらかといえ

ばそう思う』 

【全国学力・学習状況調査】 

【 教 育 振 興 基 本 計 画 中 間 ア ン ケ ー ト 調 査 】 

小学校 

６年生 

71.8％ 

（21 年度） 
今回調査なし 今回調査なし 

   ※１ 

83.0％ 

  

100％ 

中学校 

３年生 

75.0％ 

（21 年度） 
今回調査なし 今回調査なし 

    ※１ 

81.7％ 

 

100％ 

新体力テストの結

果における運動能

力証交付率 

小学校 

男女 

32.0％ 

（23 年度） 
34％ 32％ 30％ 

40％ 

以上 

中学校 

男子 

14.0％ 

（23 年度） 
16％ 13％ 19％ 

25％ 

以上 

中学校 

女子 

35.2％ 

（23 年度） 
38％ 37％ 39％ 

45％ 

以上 

スポーツ、芸術分野での活躍 

 

５人 １人 

   ※２ 

５人 

 

全国大会、ア

ジア大会、世

界大会出場者

を輩出 

※１ ２８年２月に市内小学校５年生及び中学校２年生を対象に実施した教育振興基本計画に係る 

中間アンケート調査の結果 

※２（平成２７年度教育委員会表彰実績） 

スポーツ 全国大会出場２３人（２団体）、世界大会出場５人 

芸術   全国大会出場３人 
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基本方針 ２ 

目標項目 
現状 

（計画策定時） 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

目標 

29 年度 

基礎基本の問題の 

平均正答率 

【全国学力・学習状況調査】 

小学校 

６年生 

全国平均と 

ほぼ同じ 

（21 年度） 

全国平均を 

やや下回る 

全国平均と 

ほぼ同じ 

全国平均と 

ほぼ同じ 

全国平均を 

上回る 

中学校 

３年生 

全国平均と 

ほぼ同じ 

（21 年度） 

全国平均と 

ほぼ同じ 

全国平均を 

上回る 

全国平均と 

ほぼ同じ 

全国平均を 

上回る 

活用が中心となる 

問題の平均正答率 

【全国学力・学習状況調査】 

小学校 

６年生 

全国平均と 

ほぼ同じ 

（21 年度） 

全国平均と 

ほぼ同じ 

全国平均を 

やや上回る 

全国平均と 

ほぼ同じ 

全国平均を 

上回る 

中学校 

３年生 

全国平均と 

ほぼ同じ 

（21 年度） 

全国平均と 

ほぼ同じ 

全国平均を 

上回る 

全国平均と 

ほぼ同じ 

全国平均を 

上回る 

千葉県標準学力検

査の平均得点 

（各学年各教科において） 

小学校 

県平均と 

ほぼ同じ 

（21～23 年度） 

県平均と 

ほぼ同じ 

県平均と 

ほぼ同じ 

県平均と 

ほぼ同じ 

県平均を 

上回る 

中学校 

県平均と 

ほぼ同じ 

（21～23 年度） 

県平均と 

ほぼ同じ 

県平均と 

ほぼ同じ 

県平均と 

ほぼ同じ 

県平均を 

上回る 

英語検定３級程度

の取得率 

（中学校卒業まで） 

中学校 

３年生 

21％ 

（23 年度） 
23.1％ 36.2％ 40.2％ 50％以上 

学校図書館での 

年間貸し出し冊数 

（１人当たり） 

小学校 
25.7 冊 

（22 年度） 
28.1 冊 33.2 冊 37.5 冊 30 冊以上 

中学校 
3.4 冊 

（22 年度） 
4.8 冊 6.3 冊 7.8 冊 10 冊以上 

「将来の夢や目標

を持っていますか」

の問いに対する肯

定的な回答 

【全国学力・学習状況調査】 

小学校 

６年生 

85.8％ 

（21 年度） 
87.6％ 84.6％ 85.2％ 100％ 

中学校 

３年生 

74.3％ 

（21 年度） 
76％ 74.6％ 75.9％ 100％ 
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基本方針 ３ 

目標項目 
現状 

（計画策定時） 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

目標 

29 年度 

「学校が楽しいか」 

という問いに対する 

肯定的な回答 

【小５、中２対象アンケート調査】 

小学校 

５年生 

90.0％ 

（23 年度） 
80.8％ 86.7％ 86.5％ 95％以上 

中学校 

２年生 

81.7％ 

（23 年度） 
78.1％ 79.1％ 80.2％ 90％以上 

不登校児童生徒の 

出現率（在籍児童生

徒数に占める不登

校児童生徒数の 

割合） 

小学校 
0.26％ 

（23 年度） 
0.20％ 0.34％ 0.38％ 0％ 

中学校 
2.60％ 

（23 年度） 
3.04％ 3.26％ 2.48％ 2％以下 

「直近１年間でス

トレスが増えてい

るか」 

という問いに対し 

「増えた」との回答 

【市内教職員アンケート調査】 

【 教 育 振 興 基 本 計 画 中 間 ア ン ケ ー ト 調 査 】 

小学校 
41.5％ 

（23 年度） 
今回調査なし 今回調査なし 35.7％ 20％以下 

中学校 
41.3％ 

（23 年度） 
今回調査なし 今回調査なし 30.1％ 20％以下 

学校施設の耐震化率 
89.2％ 

（23 年度） 
95.1％ 95.1％ 100％ 100％ 

 

基本方針 ４ 

目標項目 
現状 

（計画策定時） 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

目標 

29 年度 

生涯学習活動に取り組んでいる人 

【教育振興基本計画中間アンケート調査】 

67.3％ 

（18 年度） 
今回調査なし 今回調査なし 70.9％ 70％以上 

公民館利用者数 

167,178 人 

（1 日当たり 165 人） 

（23 年度） 

149,324 人 

（170 人） 

165,159 人 

（172 人） 

168,630 人 

（166 人） 

177,300 人

（175 人） 

図書館利用者数 

93,300 人 

（1 日当たり 323 人） 

（23 年度） 

100,358 人 

（306 人） 

100,527 人 

（312 人） 

114,696 人 

（349 人） 

100,000 人

（346 人） 

図書貸出冊数 

353,591 冊 

（利用者 1 人当たり 3.8 冊）

（23 年度） 

369,079 冊 

（3.7 冊） 

364,693 冊 

（3.6 冊） 

365,558 冊 

（3.2 冊） 

400,000 冊

（4.0 冊） 

週１回以上運動をする成人 

【教育振興基本計画中間アンケート調査】 

48.8％ 

（23 年度） 
今回調査なし 今回調査なし 45.6％ 60％ 
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基本方針 ５ 

目標項目 
現状 

（計画策定時） 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

目標 

29 年度 

歴史民俗資料室等の来場者数 
705 人 

（23 年度） 
1,846 人 1,653 人 1,957 人 1,500 人 

芸術文化公演事業等の来場者数 
2,700 人 

（23 年度） 
2,359 人 2,469 人 2,432 人 4,000 人 

市民文化祭への参加団体数 
162 団体 

（23 年度） 
158 団体 173 団体 169 団体 180 団体 

 

 

基本方針 ６ 

目標項目 
現状 

（計画策定時） 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

目標 

29 年度 

「近所の人に会っ

た時は、挨拶をして

いるか」の問いに対

する肯定的な回答 

【全国学力・学習状況調査】 

【 教 育 振 興 基 本 計 画 中 間 ア ン ケ ー ト 調 査 】 

小学校 

６年生 

89.1％ 

（21 年度） 
今回調査なし 今回調査なし 

   ※１ 

87.3％ 

 

100％ 

中学校 

３年生 

79.9％ 

（21 年度） 
今回調査なし 今回調査なし 

   ※１ 

80.2％ 

 

100％ 

放課後や休日の子どもの 

居場所づくり 

３か所 

（23 年度） 
３か所 ３か所 ３か所 ５か所 

「子ども１１０番の家」登録件数 
2,401 件 

（23 年度） 
2,553 件 2,680 件 2,777 件 3,000 件 

市民一人一人が子どもを 

見守っている 

【教育振興基本計画中間アンケート調査】 

34.5％ 

（23 年度） 
今回調査なし 今回調査なし 

  

28.5％ 

 

50％ 

※１ ２８年２月に市内小学校５年生及び中学校２年生を対象に実施した教育振興基本計画に係る 

中間アンケート調査の結果 

 

 

 

 


